
一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の

立
法
過
程

（
２

●
完
）

橋
　
本
　
誠

は
じ
め
に

明
治

一
〇
年
代
後
半
の
立
法
作
業

１
　
収
取
小
則
案
と
収
地
規
則
案
の
起
草

２
　
二
草
案
の
内
容

３
　
外
国
法
の
調
査
作
業

立
法
資
料
と
し
て
の
外
国
法

１
　
イ
ギ
リ
ス
法

２
　
フ
ラ
ン
ス
法

３
　
プ
ロ
イ
セ
ン
法

（以
上
、
二
九
巻
三
号
）

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
●
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〇
三



法
経
研
究
四
〇
巻
三
・
四
号

（
一
九
九
二
年
）

四
　
内
務
省

「土
地
収
用
令
」
案

１
　
内
務
省

「土
地
収
用
令
」
案
の
成
立

２
　

「
土
地
収
用
令
」
案
の
法
構
造

３
　

「土
地
収
用
令
」
案
の
比
較
法
的
特
徴

五
　
法
制
局

「土
地
収
用
法
」
案

１
　
内
務
省
案
の
内
閣
提
出

２
　
法
制
局
に
よ
る
法
案
修
正

　

　

・

エハ
　
元
老
院
議
定
案

１
　
法
制
局
案
の
提
出

２
　
収
用
と
軍
事

３
　
収
用
と
都
市
計
画

―
―
コ
昼
昼
中
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
則
」
問
題

七
　
む
す
び

（以
上
、
本
号
）

・四
　
内
務
省

「
土
地
収
用
令
」
案

１
　
内
務
省

「土
地
収
用
令
」
案
の
成
立

第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、　
一
八
八
四
人
明
治
二
七
）
年
、
八
五

（同
一
八
）
年
頃
か
ら

「公
用
土
地
買
上
規
則
」
に
代
わ
る
新
し
い
収
用
法

の
立
法
作
業
が
開
始
さ
れ
、
政
府
内
部
に
お
い
て
法
案
の
起
草
や
外
国
法
の
調
査
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
作
業
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、

二
〇
四



そ
の

一
時
期
に
お
い
て
、
井
上
毅
が
外
国
法
の
調
査
作
業
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
遅
く
と
も
帝
国

憲
法
の
起
草
作
業
が
開
始
さ
れ
る

一
八
八
七

（
明
治
二
〇
）
年
ま
で
に
は
、
井
上
毅
は
収
用
法
の
立
法
作
業
か
ら
離
れ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。

さ
て
、
法
案
の
起
草
は
最
終
的
に
所
轄
省
庁
で
あ
る
内
務
省

（当
時
の
内
務
大
臣
は
山
県
有
朋
）
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
、　
一
八
八
八

（同
二

一
）
年
前
半

「土
地
収
用
令
」
案
と
し
て
纏
め
ら
れ
な
に

「土
地
収
用
令
」
案
は
、
左
に
示
す
よ
う
に
八
章

・
五
三
条
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第

一
章

綱
　
領
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第

一
条
か
ら
第
四
条
）

第
二
章
　
計
画
ノ
準
備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
五
条
か
ら
第
七
条
）

第
二
章
　
計
画
決
定
ノ
手
続
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
八
条
か
ら
第

一
五
条
）

第
四
章
　
賠
償
金
額
決
定
ノ
手
続
　
　
　
　
　
　
　
（第

ニ
ハ
条
か
ら
第
二
二
条
）

第
五
章
　
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
二
三
条
か
ら
第
二
〇
条
）

第
六
章
　
賠
　
償
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
二

一
条
か
ら
第
四
二
条
）

第
七
章
　
土
地
収
用
又
ハ
使
用
制
限
二
関
ス
ル
費
用

（第
四
三
条
か
ら
第
四
四
条
）

第
八
章
　
雑
　
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
四
五
条
か
ら
第
五

一
条
）

付
　
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
五
二
条
か
ら
第
五
三
条
）

以
下
、
「土
地
収
用
令
」
案
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
の
法
構
造
の
特
徴
を
検
討
し
よ
う
。

一
八
八
九

（明
治
二
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（
２

●
一こ

二
〇
五



法
経
研
究
四
〇
巻
三

・
四
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〇
六

２
　

「
土
地
収
用
令
」
案
の
法
構
造

０
事
業
認
定

「土
地
収
用
令
」
案
は
、
第

一
条
に
お
い
て

「公
共
ノ
エ
事
ニ
シ
テ
土
地
ヲ
収
用
シ
又
ハ
其
使
用
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
場
合
二
於
テ

ハ
損
失
ヲ
賠
償
シ
テ
収
用
又
ハ
制
限
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
る
と
定
め
、
収
用
の
目
的
た
る
公
益
事
業
を
概
括
的
に
示
す
と
と
も
に
、
損
失
補
償

の
要
件
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う

「公
共
ノ
エ
事
」
は
、
起
業
者
が

「政
府
又
ハ
府
県
郡
区
町
村
」
た
る
と

「人
民
」
た
る
と
を
問
わ
ず
、

「都
ヘ
テ
公
衆
共
同
ノ
利
益
ヲ
進
捗
ス
ル
ノ
ロ
的
二
出
ツ
ル
ノ
エ
事
」
を
意
味
し
て
い
範
。
従

っ
て
、
お
よ
そ

「
公
共
ノ
エ
事
」
で
あ
れ
ば

「土
地
収
用
令
」
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
事
業
認
定
は
勅
令
の
制
定
を
も
っ
て
行
う
の
が
原
則
で
あ
る

（第
二
条
第

一
項
本
文
）。
た
だ
、
「土
地
収
用
令
」
案
の
定
め
る

特
定
の
事
難
で
、
か
つ
「政
府
又
ハ
府
県
郡
区
町
村
二
於
テ
起
エ
ス
ル
モ
ノ
」
に
つ
い
て
は
、
工
事
の

「性
質
既
二
公
共
事
業
タ
ル
コ
上
牲
熙
片

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
内
務
大
臣
が
省
令
の
制
定
を
も
っ
て
事
業
認
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

（第
二
条
第

一
項
但
蔀
ゞ

０

「計
画
認
定
」
と
収
用
の
協
議

事
業
認
定
を
受
け
た
起
業
者
は
、
工
事
の

「計
画
書
」
「全
図
」
「府
県
別
図
」
各
二
通
を
府
県
知
事
に
提
出
し
、
そ
の

「認
定
」
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

（第
八
条
前
段
）。
こ
の

「
認
定
」
は
、
只
計
画
―

引
用
者
）
決
定
二
属
ス
ル

一
ノ
手
続

ニ
シ
テ
該
決
定
ノ
基
地
ヲ
為
ス

二
過
キ
サ
ル
モ
右
ビ

で
あ
り
ヽ
プ
ロ
イ
セ
ン
土
地
収
用
法
の

「仮
決
定
」
手
締
ど
同
様
、
次
に
述
べ
る

「計
画
決
定
」
の
準
備
手
続
に
あ
た
る

も
の
で
あ
る
。

府
県
知
事
が
計
画
を

「
認
定
」
す
れ
ば
、
起
業
者
は
土
地
所
有
者

・
関
係
人
と
の
協
議
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
当
事
者
間
で
協
議
が
整
え
ば
、

起
業
者
は
直
ち
に
土
地
の
使
用
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る

（第
八
条
後
段
）。



０

「計
画
決
定
」

①
「計
画
決
定
」
の
請
求
　
　
起
業
者
と
土
地
所
有
者
・
関
係
人
と
の
協
議
が
不
調
に
終
れ
ば
、
起
業
者
は
新
た
に
「区
町
村
別
図
」
二
通
を

府
県
知
事
に
提
出
腑
ギ

「計
画
決
定
」
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（第
九
条
）。

②
公
告

・
縦
覧
と
意
見
書
提
出
　
　
請
求
を
受
け
た
府
県
知
事
は
、
管
内

一
般
へ
の
公
告
の
後
、
府
県
庁
に
お
い
て

「計
画
書
」
「府
県
別
図
」

を

一
四
日
間
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
「区
町
村
別
図
」
を

「区
役
所
又
ハ
戸
長
役
場
」
に
下
付
し
、
そ
こ
で
も

一
四

日
間
の
縦
覧
に
付
す
る
。
な
お
、
所
有
者
及
び

「区
町
村
別
図
」
に
記
載
さ
れ
た
関
係
人
に
は
、
「区
長
又
ハ
戸
長
」
か
ら
縦
覧
手
続
の
通
知

が
な
さ
れ
る

（第

一
〇
条
）。

縦
覧
さ
れ
た
計
画
の
内
容
に
つ
い
て
意
見

（異
議
申
立
）
が
あ
れ
ば
、
所
有
者

・
関
係
人
は
縦
覧
手
続
の
通
知
後

一
四
日
以
内
に
計
画
審
査

委
員
会
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

（第

一
二
条
）。
た
だ
し
異
議
申
立
の
内
容
は
収
用
地
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
、
収

用
の
目
的
た
る
事
業
の
内
容
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
従
っ
て
事
業
の
公
益
性
そ
の
も
の
を
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
点

は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
”
ギ

所
有
者
及
関
係
人
ハ
単
二
各
自
収
用
又
ハ
制
限
セ
ラ
ル
ヘ
キ
土
地
二
関
シ
意
見
ア
ル
ト
キ
ニ
限
り
之
ヲ
申
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
但
工
事
二
対

シ
テ
ハ
意
見
ヲ
申
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
該
工
事
ハ
勅
令
又
ハ
省
令
ヲ
以
テ
既
二
公
益
ノ
事
業
卜
認
定
セ
ラ
レ
タ

ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
リ

③
計
画
審
査
委
員
会

区
町
村
別
図
等
）
を
回
付
す
る
。
計
画
審
査
委
員
会
は
、

を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（第

一
一
条
）。

第

一
、
「計
画
其
他
ノ
手
続
」
に
関
す
る
形
式
要
件
の

「
審
査
」。

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
●
完
）

府
県
知
事
は
、
②
の
手
続
を
履
行
す
る
と
同
時
に
、
計
画
審
査
委
員
鈍
ぎ
開
き
、
「計
画
書
」
コ
臨
巴

（府
県
別
図
・

所
有
者

・
関
係
人
の
意
見
書
提
出
後
に
審
議
を
開
始
晩
〉
左
の
事
項
に
つ
い
て
裁
決

二
〇
七



法
経
研
究
四
〇
巻
三

・
四
号

（
一
九
九
二
年
）

二
〇
八

「所
有
者
又
ハ
関
係
人
ヨ
リ
差
出
シ
タ
ル
意
見
書
」
の

「裁
決
」。

収
用
の
場
合
は

「収
用
ス
可
キ
土
地
及
土
石
及
砂
礫
ノ
箇
所
分
量
」
（使
用
制
限
の
場
合
は

「制
限
ノ
種
類
及
区
域
し
、
「収
用
ノ

時
期
」
の

「議
定
」。

こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
、
計
画
審
査
委
員
会
は
五
日
以
内
に
審
議
を
終
了
し
、
裁
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（第

一
三
条
）。
し
か
し
、

利
害
関
係
人
た
る
起
業
者
、
土
地
所
有
者

・
関
係
人
に
は
計
画
審
査
委
員
会
に
出
席
し
、
意
見
を
陳
述
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
た

だ
委
員
会
が
必
要
と
判
断
す
る
場
合
に
限
り
召
喚
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る

（第
二
〇
条
）。
後
に
み
る
よ
う
に
、
「土
地
収
用
令
」
案
は
プ
ロ
イ
セ

ン
法
の
基
本
構
造
を
忠
実
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
委
員
会
審
議
に
お
け
る
期
間
制
限
や
利
害
関
係
人
の
手
続
的
権

利
の
否
定
な
ど
は
、
母
法
プ
ロ
イ
セ
ン
法
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
先
〉
被
収
用
者
の
権
利
保
護
と
い
う
点
で
の
内
務
省
案
の
後
退
ぶ
り
は

明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
計
画
審
査
委
員
会
の
決
定
は
、
府
県
知
事
か
ら

「区
長
又
ハ
戸
長
」
を
経
由
し
て
起
業
者
及
び
所
有
者

・
関
係
人
に

通
知
さ
れ
る

（第

一
三
、　
一
四
知
）。

④
不
服
の
申
立
　
　
所
有
者

・
関
係
人
は
、
計
画
審
査
委
員
会
の

「計
画
決
定
」
に
不
服
が
あ
れ
ば
、
決
定
通
知
を
受
け
た
日
か
ら

一
四
日
以

内
に
内
務
大
臣
に

「請
願
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
内
務
大
臣
の
裁
定
が
下
り
る
ま
で
の
間
、
次
の

「賠
償
金
額
決
定
」
手
続
に

進
む
こ
と
は
で
き
る
が
、
工
事
に
ま
で
着
手
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（第
四
五
条
）。

０

「賠
償
金
額
決
定
」

①

「賠
償
金
額
決
定
」
の
請
求
　
　
「計
画
決
定
」
の
後
、
起
業
者
と
所
有
者

・
関
係
人
と
の
協
議
に
お
い
て
損
失
補
償
額
の
合
意
が
成
立
し

な
け
れ
ば
、
起
業
者
は

「区
町
村
別
賠
償
見
積
書
」
二
通
が
府
県
知
事
に
提
出
し
、
「
賠
償
金
額
」
の
決
定
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（第

一
六
条
）。

②
通
知

・
縦
覧
と
意
見
書
提
出
　
　
請
求
を
受
け
た
府
県
知
事
は

「賠
償
見
積
書
」
を

「区
役
所
又
ハ
戸
長
役
場
」
に
下
付
し
、

一
四
日
間
の



縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
「
見
積
書
」
記
載
の
所
有
者

・
関
係
人
に
対
し
て
、
縦
覧
手
続
等
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

（第

一
八
条
）。

縦
覧
に
付
さ
れ
た

「賠
償
金
額
見
積
書
」
に
つ
い
て
意
見

（異
議
申
立
）
が
あ
れ
ば
、
所
有
者

・
関
係
人
は
縦
覧
通
知
後

一
四
日
以
内
に
賠

償
審
査
委
員
会
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

（第
二
〇
条
）。

③
賠
償
審
査
委
員
会
　
　
賠
償
審
査
委
員
匈
は
、
府
県
知
事
か
ら

「賠
償
見
積
書
」
の
回
付
を
受
け
る
と
直
ち
に

「
二
人
以
上
ノ
鑑
定
人
」
を

選
任
し
て
見
積
書
の
当
否
を
調
査
さ
せ
、
損
失
補
償
額
を
決
定
す
る

（第
二
一
条
ヽ

賠
償
審
査
委
員
会
は
、
計
画
審
査
委
員
会
と
同
様
、
五

日
以
内
に
審
議
し
裁
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
利
害
関
係
人
の
委
員
会
へ
の
出
席
、
意
見
陳
述
の
権
利
は
、
計
画
審
査
委
員
会
の
場
合
と
同

様
、
認
め
ら
れ
て
い
な
晰
ざ

賠
償
審
査
委
員
会
の
決
定
内
容
は
、
委
員
会
か
ら
府
県
知
事
に

「申
報
」
さ
れ
、
さ
ら
に

「区
長
又
ハ
戸
長
」
を
経
由
し
て
起
業
者
及
び
所

有
者

・
関
係
人
に
通
知
さ
れ
る

（第
二
一
、
三
二
条
第

一
項
）。

④
損
失
補
償
の
範
囲

　

損
失
補
償
は

「収
用
又
ハ
制
限
ス
可
キ
土
地
上
石
砂
礫
等
ノ
所
有
者
並
関
係
人
ヲ
シ
テ
其
土
地
土
石
砂
礫
等
二
対
シ

適
当
ノ
価
値
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ヲ
ロ
的
ト
シ
テ
之
ヲ
定
」
め
る
も
の
と
す
る

（第
二
一
条
）。
こ
こ
に
い
う

「適
当
ノ
価
値
」
と
は

「
土
地
上
石

砂
礫
等
ノ
売
買
価
格
二
照
シ
充
分
ノ
価
値
」
を
意
味
し
、
例
え
ば

「収
用
セ
ラ
ル
可
キ
土
地
二
対
ス
ル
賠
償
金
額
」
を
も
っ
て
さ
ら
に

「他
ノ

同
様
ナ
ル
土
地
ヲ
買
取
ル
コ
ト
」
が
で
き
れ
ば

「其
賠
償
ハ
該
地
二
対
シ
適
当
ノ
価
値
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
」
で
ぁ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

土
地
の
一
部
収
用
に
よ
り
土
地
の
分
裂
を
来
し
た
結
果
ヽ
「地
形
上
及
耕
作
上
二
於
テ
収
用
地
ノ
価
格
」
が

「残
地
ヨ
リ
高
価
」
と
な
り
、

あ
る
い
は

「残
地
ノ
価
格
ヲ
減
ス
」
る
こ
と
が
事
前
に
予
見
さ
れ
る
場
合
に
は
、
残
地
補
償
分
を
算
入
し
て

「賠
償
金
額
」
を
決
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

（第
二
二
条
）。
そ
れ
で
は
、
「賠
償
金
額
」
決
定
後
に
損
害
の
発
生
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
よ
う
に

「賠
償
決
定
後
二
至
り
他
二
損
害
ヲ
生
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
ツ
タ
ル
ト
キ
」
は
、
所
有
者
は

「其
収
用
ノ
日
ヨ
リ
三
年
間
」
以
内
に

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（
２

●
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〇
九



法
経
研
究
四
〇
巻
三

・
四
号

（
一
九
九
二
年
）

二

一
〇

裁
判
所
に
出
訴
し
、
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る

（第
四
〇
知
ゞ

⑤
残
地
収
用
請
求
権

　

土
地
所
有
者
に
は
、
以
下
の
場
合
、
残
地
収
用
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る

（第
二
四
条
）。
第

一
に
、　
一
部
収
用
に
よ

り

「土
地
ノ
分
裂
ヲ
来
シ
、
従
来
該
地
ヲ
使
用
セ
ル
ロ
的
二
供
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ニ
至
ル
場
合
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
土
地
全
部
の
収
用

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
「収
用
ノ
為
メ
建
物
ノ
分
裂
ヲ
来
ス
場
合
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
建
物
の
全
部
並
び
に
建
物
に

属
す
る
土
地
全
部
の
収
用
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
所
有
者
に
よ
る
残
地
収
用
の
請
求
は
委
員
会
の
審

査

・
議
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
客
観
的
な
要
件
事
実
の
発
生
を
も
っ
て
直
ち
に
請
求
権
が
発
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

働
土
地
の
引
渡
し

「賠
償
金
額
」
決
定
の
通
知
を
受
理
す
れ
ば
、
起
業
者
は
所
有
者

ｏ
関
係
人
に

「賠
償
金
」
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
起
業
者
が

「賠
償
金
」
を
支
払
い
損
失
補
償
義
務
を
履
行
す
れ
ば
、
所
有
者

・
関
係
人
は
土
地
等
の
引
渡
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
嚇
ざ

か
く
し
て

「
土
地

収
用
令
」
案
に
お
い
て
も
事
前
補
償
の
原
則
が
維
持
さ
れ
た
。

ま
た
、
新
た
に
供
託
制
度
が
設
け
ら
れ
、
所
有
者

・
関
係
人
が

「賠
償
金
」
の
受
取
を
拒
否
し
て
も
、
起
業
者
は
府
県
庁
に

「賠
償
金
」
を

供
託
す
れ
ば
土
地
等
の
物
件
を
収
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

（第
二
二
条
第
二
項
）。
こ
れ
は
、
事
前
補
償
制
を
と
る
現
行

公
用
土
地
買
上
規
則
の
下
で
の
実
務
経
験
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「従
来
ノ
経
験
」
に
よ
る
と
、
「往
々
」
所
有
者

が

「其
土
地
ヲ
収
用
セ
ラ
ル
ゝ
コ
ト
ヲ
欲
セ
ス
依
テ
賠
償
金
額
ヲ
受
取
ル
コ
ト
ヲ
拒
ム
」
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
う
し
た
事
態
に
対
処
す
る

た
め
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
れ
に

０
先
買
権

い
っ
た
ん
収
用
さ
れ
た
土
地
の
全
部
又
は
一
部
が
不
用
に
帰
し
、
か
つ
起
業
者
が
売
却

・
譲
与
を
希
望
す
る
と
き
は
、
旧
所
有
者
に
先
買
権

が
認
め
ら
れ
る

（第
四
八
条
）。
先
買
権
の
発
生
が
、
収
用
地
の

「
不
用
」
と
い
う
客
観
的
事
実
の
他
に
、
収
用
者
の
売
却

・
譲
与
の

「意
思
」



と
い
う
主
観
的
な
要
件
に
か
か
っ
て
い
る
の
が

「土
地
収
用
令
」
案
の
特
徴
で
あ
る
。
な
お
、
起
業
者
が
不
用
地
を
売
却

・
譲
与
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
旧
所
有
者
に
通
知

（所
在
不
明
の
場
合
は
新
間
に
よ
る
公
告
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（第
四
九
条
）
。
通
知

（
又
は

公
告
）
後
ニ
カ
月
以
内
に
申
込
を
な
さ
な
け
れ
ば
、
旧
所
有
者
は
先
買
権
を
失
う
こ
と
に
な
る

（第
五

一
条
）。

「土
地
収
用
令
」
案
の
比
較
法
的
特
徴

第
二
章
で
検
討
し
た
外
国
の
土
地
収
用
立
法
と
比
較
す
れ
ば
、
内
務
省

「土
地
収
用
令
」
案
の
プ
ロ
イ
セ
ン
法
的
な
特
徴
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「土
地
収
用
令
」
案
は
、
〈事
業
認
定
―
「計
画
認
定
」
―
収
用
の
協
議
―
「計
画
決
定
」
―
「賠
償
金
額
決
定
」
―
補
償
金
の
支
払

・
供
託
―
土
地
の

引
渡
し
〉
と
い
う
手
続
構
造
を
採
用
し
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
プ
ロ
イ
セ
ン
法
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
既
に
述
べ
た
プ

ロ
イ
セ
ン
法
の
手
続
構
造
―
‐
〈事
業
認
定
―
収
用
地
の
仮
決
定
―
収
用
の
協
議
―
収
用
裁
決
―
損
失
補
償
裁
決
―
補
償
金
の
支
払

・
供
託
―

土
地
収
用
宣
言
―
土
地
の
引
渡
し
Ｙ
Ｉ
を
想
起
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「土
地
収
用
令
」
案
は
手
続
の
全
過
程
を
行
政
府
の
権
限
と

し
て
立
法
府
や
司
法
府
の
関
与
を
排
除
し
、
わ
ず
か
に
損
失
補
償
額
に
関
す
る
不
服
の
訴
を
司
法
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
を
認
め
る
だ
け
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
行
政
権
に
よ
る
収
用
手
続
の
独
占
的
執
行
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
法
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
点
か
ら
す
れ
ば
、

「土
地
収
用
令
」
案
は
プ
ロ
イ
セ
ン
法
の
基
本
構
造
を
忠
実
に
継
承
し
た
む
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
だ
、
「土
地
収
用
令
」
案
と
プ
ロ
イ
セ
ン
法
と
の
間
に
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
無
視
で
き
な
い
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第

一
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
法
が
所
有
者

・
関
係
人
に
対
し
て
保
障
し
て
い
た
手
続
的
権
利
が
、
「土
地
収
用
令
」
案
で
は

削
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
収
用
裁
決
や
損
失
補
償
裁
決
を
行
う
委
員
会
に
出
席
し
、
意
見
陳
述
を
す
る
権
利
が
起
業
者
や
所

有
者

・
関
係
人
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
第
二
に
、　
一
部
手
続
の
簡
素
化
が
は
か
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
イ
セ
ン
法
で
は
、
土
地
を
収
用

す
る
た
め
に
は
起
業
者
に
よ
る
損
失
補
償
金
の
支
払
後
さ
ら
に

「土
地
収
用
宣
言
」
手
続
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
「土
地
収
用
令
」
案
は
こ
れ

一
八
八
九

（明
治
二
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（
２

●
完
）

一
一
一
一



法
経
研
究
四
〇
巻
三
・
四
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〓
一

を
採
用
し
な
か

っ
た
。
第
二
に
、
要
急
事
件
に
お
け
る
収
用
の
特
例
執
行
に
つ
い
て
、
「
土
地
収
用
令
」
案
は
き
わ
め
て
簡
易
な
手
続
を
採
用

し
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
法
で
は
、
要
急
事
件
の
場
合
、
最
後
の

「
土
地
収
用
宣
言
」
手
続
が
省
略
さ
れ
る
だ
け
で
あ

っ
た
が
、
「
土
地
収
用
令
」

案
で
は
事
業
認
定
後
内
務
大
臣
の
認
可
が
あ
れ
ば
直
ち
に
収
用
を
行
え
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
ぁ
α

要
す
る
に
、
内
務
省

「
土
地
収
用
令
」
案
は
、
実
務
的
な
観
点
か
ら
手
続
の
簡
素
化
、
被
収
用
者
の
手
続
的
権
利
保
障
の
後
退
な
ど
部
分
的

な
修
正
を
加
え
て
は
い
る
も
の
の
、
プ
ロ
イ
セ
ン
法
の
基
本
構
造
を
忠
実
に
継
受
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
１
）

「土
地
収
用
令
」
案
が

「
公
用
土
地
買
上
規
則
改
正
之
件
」
と
し
て
内
務
大
臣
山
県
有
朋
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
黒
田
清
隆
に
提
出
さ
れ
た
の
は

一
八
八
八

（明
治
二
一
）
年
五
月
八
日
で
あ
っ
た
。
『
公
文
類
衆
』
第

一
三
編
第
五
〇
巻
、
土
地
門

一
・
官
用
地

ｏ
田
宅
山
林
、
二
Ａ
「
一
一
―
（類
）

四
二
五
。
な
お
、
五
月
八
日
は

「大
日
本
帝
国
憲
法
枢
密
院
諮
詢
案
」
が
枢
密
院
に
提
出
さ
れ
、
枢
密
院
で
の
諮
詢
案
審
議
が
開
始
さ
れ
た
日
で
も
あ

る
。
清
水
伸

『明
治
憲
法
制
定
史

（下
と

原
書
一房
、
一
九
七
三
年
、
二
四
三
頁
、
稲
田
正
次

『
明
治
憲
法
成
立
史

（下
と

有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
、

六
四
一
頁
。

（２
）

（４
）
前
出
の
内
務
省
提
出

「公
用
土
地
買
上
規
則
改
正
之
件
」
中
の

「土
地
収
用
令
」
案
に
添
付
さ
れ
た

「土
地
収
用
令
説
明
」
に
よ
る
。

（
３
）

「土
地
収
用
令
」
案
は
、
「道
路
堤
防
ノ
新
設
及
改
修
」
、
「河
川
ノ
新
盤
及
改
修
」
、
「水
道
下
水
用
悪
水
路
ノ
新
設
及
改
修
」
、
「
鉄
道
ノ
布
設
」
、
「
電

線
ノ
架
設
」
の
五
種
類
の
事
業
を
挙
げ
て
い
る
。

（
５
）

こ
の
よ
う
に
事
業
の
種
類
に
よ
っ
て
事
業
認
定
手
続
が
異
な
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
と
考
・‘
ら
れ
る
。
し
か
し
、
事
業
認
定
権
限
が

一
部
立
法

府
に
帰
属
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
と
異
な
り
、
「土
地
収
用
令
」
案
で
は
行
政
府
が
事
業
認
定
権
限
を
掌
握
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
法
の
影
響

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（本
稿
、
第
三
九
巻
三
号
、　
一
三
二
～

一
一
四
頁
、　
一
一
八
頁
）。

（
６
）

前
掲

「土
地
収
用
令
説
明
」
。

（
７
）

本
稿
、
第
二
九
巻
三
号
、
一
一
九
頁
。

（
８
）

区
町
村
別
図
に
は
、
以
下
の
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　
収
用
又
ハ
制
限
ス
可
キ
土
地
ノ
番
号
地
目
並
隣
地
ノ
番
号
地
目



一
一　
収
用
又
バ
制
限
ス
可
キ
土
地
ノ
反
別
及
建
物
ア
ル
ト
キ
ハ
其
建
坪
数

但
土
地
又
ハ
建
物
二
分
裂
ヲ
来
ス
場
合
二
於
テ
ハ
其
全
部
ノ
反
別
建
坪
ヲ
併
記
ス
可
シ

〓
一　
土
地
台
帳
登
記
簿
等
二
依
テ
知
り
得
可
キ
所
有
者
及
関
係
人
ノ
氏
名

（
９
）
（
１１
）
前
掲

「土
地
収
用
令
説
明
」
。

（
１０
）

計
画
審
査
委
員
会
σ
委
員
は
、
後
述
の
賠
償
審
査
委
員
会
と
同
様
、
「府
県
会
常
置
委
員
ヲ
以
テ
之
二
充
」
て
、
府
県
知
事
が
会
長
を
務
め
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る

（第
二
五
条
）。
な
お
、
「府
県
制
」
施
行
後
は
、
委
員
の
職
務
は
府
県
参
事
会
に
移
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
従

っ
て

「
該
参
事
会

ノ
組
織
二
倣
ヒ
本
委
員
会
ヲ
組
織
シ
置
ケ
ハ
事
二
便
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

（「土
地
収
用
令
説
明
し
。

（
‐２
）

本
稿
、
第
二
九
巻
三
号
、　
一
一
九
～

一
二
〇
頁
。

（
‐３
）

以
上
の
手
続
の
例
外
を
な
す
の
が
、
要
急
事
件
、
つ
ま
り
災
害
復
旧
工
事
な
ど

「
天
災
事
変
二
際
シ
急
施
ヲ
要
ス
ル
土
功
」
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
起
業
者
は
府
県
知
事
を
通
じ
て
内
務
大
臣
の
裁
可
を
得
れ
ば
、
直
ち
に
工
事
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
損
失
補
償
額
は
工
事
施

工
後
に
お
い
て
後
述
の

「賠
償
金
額
決
定
」
手
続
に
従

っ
て
決
定
さ
れ
る

（第

一
五
条
）。

（
‐４
）

賠
償
見
積
書
は
区
町
村
別
に
作
製
さ
れ
、
左
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（第

一
七
条
）。

一　
収
用
又
ハ
制
限
ス
可
キ
土
地
ノ
番
号
及
地
目

一
一　
収
用
又
ハ
制
限
ス
可
キ
土
地
／
反
別
土
石
砂
礫
ノ
箇
数
斤
量
及
建
物
雑
作
花
木
竹
石
作
物
等
ア
ル
ト
キ
ハ
其
建
坪
数
並
箇
数
但
土
地
又

ハ
建
物

ニ

‐　
　
分
裂
ヲ
来
ス
場
合

二
於
テ
ハ
其
全
部
ノ
反
別
建
坪
ヲ
併
記
ス
可
シ

〓
一　
土
地
台
帳
登
記
簿
等
二
依
り
知
り
得
可
キ
土
地
土
石
砂
礫
等
ノ
所
有
者
及
関
係
人
ノ
氏
名

四
　
土
地
台
帳
ノ
地
価

五
　
賠
償
金
額
並
其
見
積
ノ
理
由
但
土
地
土
石
砂
礫
建
物
雑
作
花
木
竹
石
作
物
等
各
別
二
見
積
り
之
ヲ
記
載
ス
可
シ

（
‐５
）

こ
の
点
に
関
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
稿
、
第
二
九
巻
三
号
、　
〓

一
一
頁
。

（
‐６
）

前
掲

「土
地
収
用
令
説
明
」
。
「
土
地
収
用
令
」
案
及
び

「土
地
収
用
法
」
の
損
失
補
償
論
に
関
し
て
は
、
国
宗
正
義

『土
地
立
法
原
理
』
青
林
書
院

新
社
、

一
九
八
〇
年
、
六
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
‐７
）

前
掲

「土
地
収
用
令
説
明
」
に
よ
れ
ば
、
第
四
〇
条
の
予
定
す
る
事
態
は

「重
二
収
用
ノ
為
二
土
地
ノ
分
裂
ヲ
来
シ
価
格
ノ
減
少
ヲ
致
シ
タ
ル
残
地

二
就
テ
起
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「分
裂
ヲ
生
シ
タ
ル
残
地
ノ
価
格
大
二
減
少
ノ
事
実
ア
ル
モ
当
時
之
ヲ
知
悉
セ
ス
後
日
之
ヲ
発
見
シ
タ
ル
カ

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（
２
●
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
二



法
経
研
究
四
〇
巻
三

。
四
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
四

如
キ
場
合
ヲ
云
フ
」
。
従
っ
て
、
「鉄
道
布
設
ノ
如
キ
場
合
二
於
テ
エ
事
竣
エ
ノ
後
鉄
道
ノ
影
響
二
依
り
土
地
ノ
価
格
二
下
落
ヲ
来
シ
タ
ル
ノ
類
」
は
本

条
の
適
用
を
受
け
な
い
。

（
‐８
）
（
‐９
）

前
掲

「土
地
収
用
令
説
明
」
。

（
２０
）

注

（
１３
）
参
照
。

五
　
法
制
局

「
土
地
収
用
法
」
案

１
　
内
務
省
案
の
内
閣
提
出

内
務
省

「
土
地
収
用
令
」
案
は

一
八
八
八

（明
治
二
一
）
年
五
月
八
日
内
閣

（内
閣
総
理
大
臣
黒
田
清
隆
）
に
提
出
さ
統
〉

法
制
局
の
審
議
・

検
討
に
委
ね
ら
れ
た
。
当
時
、
法
制
局
長
官
を
務
め
て
い
た
の
は
井
上
毅
で
あ
る
。　
一
時
期
井
上
の
手
を
離
れ
て
い
た
土
地
収
用
法
の
立
法
作

業
が
、
今
再
び
彼
の
手
に
帰
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

法
制
局
で
の
内
務
省
案
の
審
議

・
検
討
は
思
い
の
他
時
日
を
要
す
る
こ
と
に
な
つ
範
∝
法
制
局
に
よ
っ
て
修
正

ｏ
起
草
さ
れ
た

「土
地
収
用

法
」
案
が
閣
‐議
決
定
を
見
た
の
は
翌

一
八
八
九

（同
二
二
）
年
二
月
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
”
〉
こ
の
間
約

一
〇
ケ
月
間
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
時
期
、　
一
八
八
八

（同
二
一
）
年
五
月
八
日

「大
日
本
帝
国
憲
法
」
枢
密
院
諮
詢
案
の
枢
密
院
へ
の
提
出
、
枢
密
院
で
の
憲
法
審
議
、
そ

し
て
一
八
八
九

（同
二
二
）
年
二
月

一
一
日

「大
日
本
帝
国
憲
法
」
の
公
布
と
い
う

一
連
の
出
来
事
が
同
時
進
行
し
て
い
た
だ
け
に
、
そ
れ
と

法
制
局
に
お
け
る

「土
地
収
用
法
」
案
の
起
草
作
業
と
の
関
連
が
当
然
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
検
討
し
て
み

た
い
。

さ
て
、　
一
八
八
九

（同
二
二
）
年
二
月

「公
用
土
地
買
上
規
則
改
正
之
件
」
に
関
す
る
閣
議
決
蔵
は
、
内
務
省

「土
地
収
用
令
」
案
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



内
務
大
臣
請
議
土
地
収
用
令
ヲ
審
按
ス
ル
ニ
其
主
旨
現
行
公
用
土
地
買
上
規
則
ハ
明
治
八
年
発
布
セ
シ
所
ニ
シ
テ
今
日
ョ
リ
之
ヲ
見
レ
ハ

計
画
及
賠
償
ノ
決
定
モ
其
手
続
共
二
十
分
ナ
ラ
サ
ル
ニ
依
り
之
ヲ
改
正
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
在
り
今
ャ
公
私
百
般
ノ
事
業
日
二
益
々
起
り
土

地
収
用
ノ
必
要
愈
々
加
ル
ノ
秋
二
方
リ
テ
本
法
ヲ
改
正
シ
精
細
ノ
手
続
ヲ
定
メ
弊
害
ヲ
未
萌
二
防
カ
ン
コ
ト
最
モ
急
務
卜
思
考
ス
但
呈
按

中
手
続
二
於
テ
稽
々
繁
二
過
キ
本
邦
現
今
ノ
状
勢
二
対
シ
実
際
二
適
応
シ
難
キ
ト
思
考
ス
ル
モ
ノ
ァ
リ
即
チ
収
用
法
ヲ
適
用
ス
ル
ニ
当
テ

一
々
勅
令
又
ハ
省
令
ヲ
発
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
及
計
画
決
定
卜
損
失
賠
償
卜
両
度
二
其
決
定
手
続
ヲ
為
サ
ゝ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
是

ナ

リ

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
内
務
省
案
に
対
し
て

「手
続
二
於
テ
稽
々
繁
二
過
キ
本
邦
現
今
ノ
状
勢
二
対
シ
実
際
二
適
応
シ
難
」
い
と
い
う
実
務
上
の

「欠
陥
」
が
指
摘
さ
れ
る
。　
一
つ
は

「収
用
法
ヲ
適
用
ス
ル
ニ
当
テ
一
々
勅
令
又
ハ
省
令
ヲ
発
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
」
と
い
う
事
業
認
定
上
の

問
題
で
あ
り
、
二
つ
は

「計
画
決
定
卜
損
失
賠
償
卜
両
度
二
其
決
定
手
続
ヲ
為
サ
ゝ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
」
と
い
う
決
定
手
続
上
の
問
題
で
あ
る
。

法
制
局
は
、
こ
の
二
点
を
中
心
と
し
て
内
務
省
案
に
修
正
を
施
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
法
制
局
が
如
何
に
大
幅
な
修
正
を
加
え
た
か
は
、

以
下
に
掲
げ
る
法
制
局

「土
地
収
用
法
」
案
の
条
文
構
成
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

第

一
章
　
総
　
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第

一
条
か
ら
第
四
条
）

第
二
章
　
土
地
収
用
ノ
手
続
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
五
条
か
ら
第

一
五
条
）

第
二
章
　
損
失
補
償
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第

ニ
ハ
条
か
ら
第
二
七
条
）

第
四
章
　
土
地
収
用
審
査
委
員
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
二
八
条
か
ら
第
二
二
条
）

第
五
章
　
雑
　
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
二
三
条
か
ら
第
四
一
条
）

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
内
務
省
案
に
比
べ
章
数
、
条
文
数
と
も
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
量
的
な
変
化
は
、
法
案

の
内
容
上
の
変
化
を
直
接
的
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
に
お
い
て
法
制
局

「土
地
収
用
法
」
案
の
内
容
を
検
討
し
て
い

，し
，■

一
八
八
九

（明
治
二
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
●
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
五



法
経
研
究
四
〇
巻
三

・
四
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〓
ハ

２
　
法
制
局
に
よ
る
法
案
修
正

＝
事
業
認
定
手
続
の
修
正

ま
ず
、
前
引
の
閣
議
決
定
が
指
摘
す
る
第

一
の
問
題
点
―
―
「
収
用
法
ヲ
適
用
ス
ル
ニ
当
テ
一
々
勅
令
又
ハ
省
令
ヲ
発
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
」

と
い
う
事
業
認
定
上
の

「欠
陥
｝
―
は
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
初
め
に
、
事
業
認
定
手
続
の
修
正
内
容
を
検
討
す

る
前
提
と
し
て
、
そ
れ
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
収
用
目
的
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
一加
え
て
お
く
の
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。
既
に
見
た
よ
う
に
、

内
務
省
案
は
収
用
の
目
的
と
な
る
公
益
事
業
の
内
容
を
概
括
主
義
を
も
っ
て
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、

第
二
条
　
公
共
ノ
エ
事
ニ
シ
テ
本
令
ヲ
適
用
ス
ル
モ
ノ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
但
左
二
掲
ク
ル
事
業
ニ
シ
テ
政
府
又
ハ
府
県
郡
区
町
村

二
於
テ
起
エ
ス
ル
モ
ノ
ハ
内
務
大
臣
勅
裁
ヲ
経
省
令
ヲ
以
テ
本
令
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
フ
得

一　
道
路
堤
防
ノ
新
設
及
改
修

一
一　
河
川
ノ
新
撃
及
改
修

〓
一　
水
道
下
水
用
悪
水
路
ノ
新
設
及
改
修

四
　
鉄
道
ノ
布
設

五
　
電
線
ノ
架
設

こ
の
よ
う
に
内
務
省
案
は
収
用
目
的
を
概
括
的
に
定
め
る
の
み
で
、
具
体
的
な
公
益
事
業
の
認
定
は
勅
令

・
省
令
の
制
定
を
も
っ
て
行
う
と

い
う
方
法
を
と
っ
た

（以
下
、
こ
れ
を

「勅
令

・
省
令
」
主
義
と
呼
ぶ
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
制
局
案
は
列
挙
主
義
を
採
用
し
た
。
す
な

わ
ち
、第

二
条
　
左
ノ
種
類
ノ
エ
事
二
要
ス
ル
土
地
ハ
内
閣
二
於
テ
公
共
ノ
利
益
ニ
シ
テ
必
要
ナ
ル
コ
ト
フ
認
定
シ
タ
ル
後
此
法
律
ヲ
適
用
ス
ル

コ
ト

ヲ
得



一　
砲
台
城
砦
其
他
兵
事
二
要
ス
ル
土
地

一
一　
政
府
府
県
郡
市
町
村
及
公
共
組
合
ノ
直
接
ナ
ル
公
用
二
供
ス
ル
土
地

〓
一　
官
立
公
立
ノ
学
校
病
院
其
他
学
芸
及
慈
善
ノ
用
二
供
ス
ル
土
地

四
　
鉄
道
電
信
航
路
標
識
及
測
量
標
ノ
建
設
用
地

五
　
河
川
溝
渠
ノ
掘
撃
道
路
橋
梁
埠
頭
水
道
及
下
水
ノ
築
造
用
地

ユハ
　
防
火
及
水
害
予
防
並
検
疫
所
火
葬
場
其
他
公
衆
衛
生

二
要
ス
ル
土
地

こ
れ
ら
第
二
条
各
号
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
内
閣
が
事
業
認
定
を
行
う
の
で
あ
る
。
内
務
省
案
の

「勅
令

・
省
令
」
主
義
と
比
較
し
た

場
合
、
法
令
の
裁
可

・
公
布
の
手
続
を
要
せ
ず
、
閣
議
決
定
だ
け
で
事
業
認
定
を
行
う
た
め
、
手
続
が
よ
り
簡
易
に
な
っ
て
い
る
。
か
か
る
修

正
の
理
由
に
つ
い
て
、
前
引
の
閣
議
決
定
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
和
ざ

抑
土
地
収
用
ノ
事
タ
ル
人
民
ノ
所
有
権
ヲ
毀
損
ス
ル
カ
故
二
尋
常

一
般
ノ
行
政
処
分
二
拠
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ハ
勿
論
ニ
シ
テ
必
ス
法
律
ノ
明

文
二
依
拠
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
而
シ
テ
土
地
収
用
ノ
法
ヲ
定
ム
ル
二
二
様
ノ
方
法
ア
リ

一
ハ
収
用
ヲ
為
ス
毎
二
法
律
又
ハ
勅
令
ヲ
発
シ

一
ハ

法
律

二
於
テ
予
メ
収
用
ヲ
執
行
ス
ヘ
キ
エ
事
ノ
種
類
ヲ
定
メ
置
キ
其
範
囲
内
二
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
行
政
上
ノ
審
査
ヲ
経
テ
之
ヲ
行
フ
是
ナ
リ

前
法

ハ
即
チ
内
務
省
呈
按
ノ
採
用
シ
タ
ル
所
ニ
シ
テ
論
理
上
是
二
正
当
ナ
リ
ト
雖
モ
実
際
手
数
ノ
煩
キ
ヲ
免
レ
ス
且
仮
令
ヘ
ハ
私
立
ノ
避

病
院
又
ハ
火
葬
場
等
ヲ
設
置
ス
ル
ニ
方
テ
モ
勅
令
ヲ
発
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
本
邦
ノ
慣
習
二
於
テ
勅
令
ヲ
軽
カ
ラ
シ
ム
ル
ノ
感
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス

殊
二
私
設
ノ
エ
事

ハ
勅
令

二
依
り
政
府
又
ハ
府
県
郡
区
町
村
ノ
エ
事

ハ
省
令

二
依
ル
規
則
ナ
ル
ヲ
以
テ
実
際
二
於
テ
大
工
事
ハ
大
抵
省
令

ヲ
以
テ
シ
小
工
事
ハ
却
テ
勅
令
ヲ
以
テ
ス
ル
結
果
ヲ
生
ス
ヘ
シ
然
ル
ニ
後
法

ハ
予
メ
其
収
用
ヲ
許
ス
ヘ
キ
エ
事
ノ
種
類
ヲ
定
ム
ル
ヲ
以
テ

毎
度
法
令
ヲ
発
ス
ル
ノ
手
数
ヲ
省
キ
又
其
各
個
ノ
エ
事
二
付
収
用
ノ
許
否
ヲ
決
ス
ル
毎
二
内
閣
ノ
決
議
二
拠
ル
ヲ
以
テ
濫
リ
ニ
人
民
ノ
所

有
地
ヲ
奪
フ
カ
如
キ
ノ
弊
ア
ラ
ス
是
レ
修
正
按
二
於
テ
後
法
ヲ
取
レ
ル
所
以
ナ
リ

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
●
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
七



法
経
研
究
四
〇
巻
三
・
四
号

（
一九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
八

要
す
る
に
、
事
業
認
定
の
方
法
に
は
二
通
り
あ
る
。　
一
つ
は
、
法
は
収
用
目
的
を
概
括
的
に
定
め
る
だ
け
で
、
個
別
具
体
的
に
は
法
律
又
は

勅
令
に
よ
っ
て
事
業
認
定
を
行
う
方
法
で
あ
る

（「法
律

・
勅
令
」
主
義
）。
二
つ
に
、
具
体
的
な
収
用
目
的
を
予
め
法
に
列
挙
し
、
そ
れ
に
該

当
す
る
も
の
に
つ
い
て

「行
政
審
査
」
で
事
業
認
定
を
行
う
と
い
う
方
法
で
あ
る

（「行
政
審
査
」
主
義
）。
法
制
局
は
、
こ
の
う
ち
内
務
省
案

が
採
用
し
た

「法
律

・
勅
令
」
主
義

（本
稿
が

「勅
令

・
省
令
」
主
義
と
呼
ん
で
い
る
も
の
）
を

「論
理
上
是
二
正
当
」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、

以
下
の
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
排
除
し
た
。
第

一
に
、
「実
際
手
数
ノ
煩
キ
ヲ
免
レ
」
な
い
と
い
う
実
務
的
な
理
由
で
あ
る
。
第
二
に
、
法
制

官
僚
の

「勅
令
」
崇
拝
観
念
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。
内
務
省
案
の
よ
う
に
、
私
立
の

「避
病
院
」
（伝
染
病
患

者
隔
離
病
院
）
や
火
葬
場
の
設
置
に
至
る
ま
で
勅
令
を
制
定
す
る
と
い
う
の
で
は

「勅
令
ヲ
軽
カ
ラ
シ
」
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
政
府

起
業
の
大
工
事
に
は
省
令
を
、
私
人
起
業
の
小
工
事
に
は
勅
令
を
制
定
す
る
こ
と
に
な
り
法
令
上
の
均
衡
が
失
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
行

政
審
査
」
主
義
は
実
務
的
に
簡
便
で
あ
り
、
か
つ
閣
議
決
定
に
よ
る
た
め
人
民
の
所
有
権
を
侵
害
す
る
恐
れ
も
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

０
決
定
手
続
の
簡
略
化

次
に
、
第
二
の
問
題
点
―
―
「計
画
決
定
卜
損
失
賠
償
卜
両
度
二
其
決
定
手
続
ヲ
為
サ
ゝ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
」
と
い
う
決
定
手
続
上
の

「
欠
陥
」

――
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
再
び
前
引
の
閣
議
決
定
の
語
る
と
こ
ろ
を
聞
い
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
法
制
局
が
加
え
た
第
二
の
修
正
に
つ
い
て

次
の
よ
りつ
に
述
べ
て
い
準

又
計
画
決
定
ノ
事
ハ
損
失
賠
償
決
定
ノ
事
卜
元
卜
両
種
異
別
ノ
事
ナ
レ
ト
モ
其
手
続
二
至
テ
ハ
略
々
同

一
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
是
レ
修
正
按
ノ

両
種
決
定
手
続
ヲ
合
シ
テ
一
卜
為
シ
以
テ
官
民
ノ
手
数
ヲ
減
セ
ン
ト
欲
セ
ル
所
以
ナ
リ

こ
の
よ
う
に
法
制
局
案
は
、
「手
数
ヲ
減
セ
ン
」
と
い
う
も
っ
ば
ら
実
務
的
な
観
点
に
立
っ
て
、
「計
画
決
定
」
と

「賠
償
金
額
決
定
」
と
い

う
本
来

「両
種
異
別
」
の
手
続
を
、
そ
の
内
容
が

「略
々
同

一
」
で
あ
る
と
し
て
一
つ
に
統
合
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
内
務
省
案
の

〈事
業
認
定
―
「計
画
認
定
」
―
収
用
の
協
議
―
「計
画
決
定
」
―
「賠
償
金
額
決
定
」
―
補
償
金
の
支
払

・
供
託
―
土
地
の
引
渡
し
〉
と
い
う
手
続



構
造
の
う
ち
、
「
計
画
決
定
」
と

「
賠
償
金
額
決
定
」
は

「土
地
収
用
」
手
続
に
置
き
換
え
ら
れ
、
さ
ら
に

「
計
画
認
定
」
手
続
が
削
除
さ
れ

た
。
か
く
し
て
法
制
局

「土
地
収
用
法
」
案
は
、
概
略
、
次
の
よ
う
な
手
続
構
造
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

①
事
業
認
定
　
　
「土
地
収
用
法
」
案
が
予
め
列
挙
し
た
公
益
事
業
に
つ
い
て
、
内
閣
が
事
業
認
定
を
行
う

（第
二
条
）。
起
業
者
は

「
工
事

計
画
書
」
「図
面
」
を
地
方
長
官
に
提
出
し
、
地
方
長
官
の
審
査
を
受
け
る
。
そ
の
後
、
地
方
長
官
は
内
務
大
臣
に
具
申
し
、
内
務
大
臣
か
ら

閣
議
に
事
業
認
定
を
求
め
る

（第
二
条
）。
事
業
認
定
後
、
内
閣
は
官
報
に
よ
っ
て

「起
業
者
」
「起
業
地
」
「
工
事
ノ
種
類
」
を
公
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

（第
四
条
）。

②
収
用
の
協
議
　
　
事
業
認
定
後
、
起
業
者
は

「
工
事
仕
様
書
」
「
図
面
」
「損
失
補
償
金
額
見
積
書
」
を
所
有
者

・
関
係
人
に
示
し
、
収
用
の

協
議
を
行
う

（第
八
条
前
段
）。

③

「土
地
収
用
」
手
続
　
　
当
事
者
間
の
協
議
が
不
調
の
場
合
、
起
業
者
は
所
定
の
書
類
を
地
方
長
官
に
提
出
し
、
土
地
収
用
審
査
委
員
鈍
の

裁
決
を
請
求
す
る

（第
八
条
後
段
）。
請
求
を
受
け
た
地
方
長
官
は

一
件
書
類
を
市
町
村
長
に
下
付
す
る
。
そ
し
て
、
市
町
村
長
は
縦
覧
手
続

の
公
告
を
な
し
、
市
役
所
又
は
町
村
役
場
に
お
い
て

一
件
書
類
を

一
四
日
間
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（第
九
条
）
。
縦
覧
に
付
さ

れ
た
計
画
又
は
損
失
補
償
額
に
関
し
て
異
議
申
立
が
あ
れ
ば
、
所
有
者

ｏ
関
係
人
は
公
告
の
日
か
ら

一
四
日
以
内
に
土
地
収
用
審
査
委
員
会
に

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

（第

一
〇
条
）。

土
地
収
用
審
査
委
員
会
は
、
以
下
の
事
項
に
関
し
、
七
日
以
内
に
審
議
を
終
了
し
、
裁
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（第

一
一
、　
〓

一条
）。

第

一
、
「
計
画
其
他
ノ
手
続
」
に
関
す
る
形
式
要
件
の
審
査
。

第
二
、
所
有
者

・
関
係
人
提
出
の

「意
見
書
ノ
当
否
」
の
裁
決
。

第
二
、
「土
地
収
用
又
ハ
使
用
ノ
区
域
」
「収
用
又
ハ
使
用
ノ
時
期
」
の
裁
決

第
四
、
「補
償
ノ
金
額
」
の
裁
決
。

一
八
八
九

（明
治
二
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
ｏ
完
）

二

一
九



法
経
研
究
四
〇
巻
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・
四
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一〇

土
地
収
用
審
査
委
員
会
の
裁
決
結
果
は
、
地
方
長
官
か
ら
市
町
村
長
を
経
由
し
て
起
業
者
、
所
有
者

。
関
係
人
に
通
知
さ
れ
る

（第

一
二
、

一　〓
一友末
）。

④
不
服
申
立
　
　
土
地
収
用
審
査
委
員
会
裁
決
の
う
ち

「
工
事
仕
様
二
関
ス
ル
裁
決
」
に
不
服
の
あ
る
者
は
、
裁
決
結
果
の
通
知
を
受
け
た
日

か
ら
七
日
以
内
に
内
務
大
臣
に

「訴
願
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「補
償
金
額

二
関
ス
ル
裁
決
」
に
不
服
の
あ
る
者
は
、
同
じ

く
三
カ
月
以
内
に
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る

（第

一
五
条
）。

⑤
土
地
の
引
渡
し
　
　
地
方
長
官
か
ら
裁
決
結
果
の
通
知
を
受
け
と
る
と
、
起
業
者
は
補
償
金
を
所
有
者

・
関
係
人
に
支
払
い

（又
は
地
方
庁

に
供
託
し
）
、
土
地
の
引
渡
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

（第

一
四
条
）。
た
だ
し
、
内
務
大
臣
に
対
す
る
訴
願
が
申
立
ら
れ
た
場
合
は
、
裁

決
が
出
る
ま
で
工
事
に
着
手
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（第

一
五
条
第

一
項
後
段
）。

こ
う
し
て
収
用
手
続
は
大
幅
に
修
正

・
簡
素
化
さ
れ
な
ど

こ
れ
に
無
す
る
手
続
構
造
を
、
諸
外
国
の
立
法
例
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

少
な
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
そ
れ
で
な
い
こ
と
は
既
に
我
々
が
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
制
局
の
独
自
の
修
正
に
な

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

０

「
公
共
性
」
概
念
の
変
化

法
制
局
は
言
及
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
他
に
も
重
要
な
修
正
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
法
の
目
的
と
す

る

「
公
共
性
」
概
念
の
質
的
転
換
で
あ
る
。
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
内
務
省
案
は
収
用
目
的
を
概
括
的
に
定
め
、
そ
の
具
体
的
内
容

の
確
定
は
原
則
と
し
て
勅
令
の
制
定
に
よ
る
事
業
認
定
に
委
ね
た
が
、
他
方
で

「既
二
公
共
事
業
タ
ル
コ
ト
明
帥
ビ
な
事
業
に
つ
い
て
は
省
令

に
よ
る
事
業
認
定
を
認
め
た
。
そ
の

「既
二
公
共
事
業
タ
ル
コ
ト
明
白
」
な
事
業
と
は
、
次
の
五
つ
で
あ
る
。

一　
道
路
堤
防
ノ
新
設
及
改
修

一
一　
河
川
ノ
新
盤
及
改
修



五 四 三
こ
こ
に
示
さ
れ
た

「公
共
性
」
と
は
、
内
務
省
自
身
が

「公
衆
共
同
ノ
利
論
酵
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
何
よ
り
も
社
会
公
共
の
利
益
を

一
一一
三

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（
２
●
完
）

意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
法
制
局
案
の
目
的
と
す
る

「公
共
性
」
は
こ
れ
と
大
き
く
隔
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
法
制
局
案
は
収
用
目
的
を
列
挙
主
義
的
に
規
定
し
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
事
業
を
掲
げ
た
。

一　
砲
台
城
砦
其
他
兵
事
二
要
ス
ル
土
地

一
一　
政
府
府
県
郡
市
町
村
及
公
共
組
合
ノ
直
接
ナ
ル
公
用
二
供
ス
ル
土
地

〓
一　
官
立
公
立
ノ
学
校
病
院
其
他
学
芸
及
慈
善
ノ
用
二
供
ス
ル
土
地

四
　
鉄
道
電
信
航
路
標
識
及
測
量
標
ノ
建
設
用
地

五
　
河
川
溝
渠
ノ
掘
撃
道
路
橋
梁
埠
頭
水
道
及
下
水
ノ
築
造
用
地

ユハ
　
防
火
及
水
害
予
防
並
検
疫
所
火
葬
場
其
他
公
衆
衛
生
二
要
ス
ル
土
地

法
制
局
案
は
、
何
よ
り
も
軍
事
目
的

（第

一
号
）
を
、
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
国
家
目
的

（政
府
等
の

「直
接
ナ
ル
公
用
し

を
重
視
し
て
い

る
の
が
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。
軍
事

ｏ
国
家
目
的
に
明
白
な
公
共
性
を
認
め
な
か
っ
た
内
務
省
案
と
比
べ
る
と
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
そ

の
反
面
、
内
務
省
案
が
最
も
重
視
し
た
社
会
公
共
目
的
は
、
法
制
局
案
で
は
軍
事

・
国
家
目
的
に
次
ぐ
も
の
で
し
か
な
い
。
内
務
省
案
の
社
会

的

「公
共
性
」
か
ら
法
制
局
案
の
軍
事

ｏ
国
家
的

「公
共
性
」
へ
の
転
換
。
内
務
省
案
か
ら
法
制
局
案
へ
の
法
案
修
正
は
、
こ
の
よ
う
な

「公

共
性
」
概
念
の
質
的
韓
換
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り

水
道
下
水
用
悪
水
路
ノ
新
設
及
改
修

鉄
道
ノ
布
設

電
線
ノ
架
設
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二
年
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一
〓
〓
一

（
１
）

（
３
）
（
４
）
（
５
）
（
６
）
「
公
用
土
地
買
上
規
則
改
正
之
件
」
、
『公
文
類
衆
』
第

一
三
編
第
五
〇
巻
。

（
２
）

こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
、
政
府
委
員
は

「此
法
律
ハ
実
ハ
昨
年

（
∵
八
八
八
年
―

引
用
者
）
ノ
体
暇
後
ヨ
リ
内
閣
二
提
出
セ
シ
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
何

分
ニ
モ
調
査
ヲ
要
ス
ル
点
モ
ア
リ
其
上
種
々
ノ
事
件

二
支
ヘ
ラ
レ
今
日
二
至
リ
タ
ル
」
と
説
明
す
る
だ
け
で
あ
る

（
一
八
八
九
年
六
月

一
七
日
元
老
院

第
二
読
会
で
の
山
脇
玄
内
閣
委
員
の
発
言
）。
『元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
直

元
老
院
会
議
筆
記
刊
行
会
、　
一
九
九
〇
年
、　
一
〇
五
頁
。

（
７
）

土
地
収
用
審
査
委
員
は
、
「土
地
収
用
令
」
案
の
場
合
と
同
様
、
「府
県
会
常
置
委
員
ヲ
以
テ
之
二
充
」
て
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る

（第
二
八
条
）。

（
８
）

試
み
に
、
内
務
省
案
と
法
制
局
案
の
収
用
手
続
に
要
す
る
所
要
日
数
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
内
務
省
案
の
場
合
、
計
画
認
定
申
請

（
一
日
）、
知

事
の
計
画
認
定

（
一
日
）、
収
用
の
協
議

（
一
日
）、
計
画
決
定
請
求

（
一
日
）
、
計
画
書
等
の
公
告

・
縦
覧
お
よ
び
所
有
者

ｏ
関
係
人
の
計
画
審
査
委
員

会

へ
の
意
見
書
提
出

（
一
四
日
）、
計
画
審
査
委
員
会
の
審
議

（五
日
）、
計
画
決
定
の
通
知

（
一
日
）、
賠
償
見
積
書
の
提
出

（
一
日
）
、
賠
償
見
積
書

の
公
告

・
縦
覧
お
よ
び
所
有
者

・
関
係
人
の
賠
償
審
査
委
員
会
へ
の
意
見
書
提
出
２

四
日
）、
賠
償
審
査
委
員
会
の
審
議

（五
日
）、
賠
償
額
決
定
通
知

（
一
日
）、
補
償
金
の
支
払

（
一
日
）
、
合
計
四
五
日
間
に
達
す
る

（た
だ
し
事
業
認
定
、
土
地
の
引
渡
し
な
ど
に
要
す
る
日
数
は
算
入
し
て
い
な
い
。
以

下
同
じ
）。

こ
れ
に
対
し
て
法
制
局
案
で
は
、
収
用
の
協
議

（
一
日
）、
裁
決
申
請

（
一
日
）
、
収
用
書
類
の
公
告

・
縦
覧
お
よ
び
所
有
者

・
関
係
人
に
よ
る
意
見

書
提
出

（
一
四
日
）、
土
地
収
用
審
査
委
員
会
の
審
議

（七
日
）、
裁
決
の
通
知

（
一
日
）、
補
償
金
の
支
払

（
一
日
）、
合
計
二
四
日
間
に
過
ぎ
な
い
。

手
続
の
所
要
日
数
が
ほ
ぼ
半
減
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
９
）
　

（
１０
）
前
掲

「土
地
収
用
令
説
明
」
。

（
１１
）

た
だ
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
内
務
省
と
内
閣

（法
制
局
）
と
の
間
に

「
公
共
性
」
を
め
ぐ
る
根
本
的
な
見
解
の
対
立
が
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
に

く
い
。

ニ
ハ
　
元
老
院
議
定
案

１
　
法
制
局
案
の
提
出

法
制
局

「土
地
収
用
法
」
案
は
一
八
八
九

（明
治
二
二
）
年
二
月
の
閣
議
決
定
を
経
て
、
四
月
二
七
日
元
老
院
の
議
定
に
付
さ
れ
な
ど
元
老



院
の
第

一
読
会
は
即
日
開
か
ゎ
ギ

冒
頭
、
平
田
東
助
内
閣
委
員
が
提
案
理
由
の
説
明
に
立
っ
た
。
平
田
は

「時
勢
ノ
進
ム
ニ
随
テ
法
律
モ
整
備

シ
思
想
モ
発
達
セ
ル
ニ
ヨ
リ
現
行

（公
用
土
地
買
上
―
―
引
用
者
）
規
則
ノ
儘
ニ
シ
テ
差
置
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
」
に
至
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら

に
現
行

「公
用
土
地
買
上
規
則
」
と
比
較
し
つ
つ
法
案
の
改
正
点
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

第

一
に
、
現
行
公
用
土
地
買
上
規
則
は
、
立
法
形
式
に
お
い
て
法
律
で
は
な
く
、
し
か
も
収
用
目
的
を
明
示
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
不
完

全
な
立
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
法
制
局
案
は
法
律
を
も
っ
て
収
用
目
的
を
明
示
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
に
、
現
行
規
則
は
原
則
と
し
て

「買
上
」
（収
用
）
の
主
体
を

「院
省
使
庁
府
県
」
に
限
定
し
て
い
る
鯛
ヾ

法
制
局
案
で
は
私
人
に
よ

る
収
用
を
原
則
と
し
て
認
め
た
。

第
二
に
、
現
行
規
則
は
も
っ
ぱ
ら
収
用
の
み
で
、
使
用
に
関
す
る
規
定
を
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「荀
モ
収
用
ヲ
許
ス
限
リ
ハ
使
用
ヲ

許
ス
ニ
於
テ
何
ノ
妨
ケ
カ
ア
ラ
ン
」。
そ
こ
で
法
制
局
案
は
、
収
用
と
と
も
に
使
用
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
。

第
四
に
、
現
行
規
則
は
券
面
地
価
主
義
す
な
わ
ち

「買
上
ノ
価
格
二
付

（略
）
地
券
面
ノ
価
格
ニ
テ
買
上
ル
ヲ
原
則
」
と
し
て
い
砲
が
、
法

制
局
案
は

「損
害
ノ
事
実
二
依
リ
テ
相
当
ノ
補
償
ヲ
為
ス
」
こ
と
を
原
則
と
し
、
さ
ら
に
損
失
補
償
額
を
裁
決
す
る
審
査
委
員
を
設
置
し
た
。

第
五
に
、
現
行
規
則
は
土
地
買
上
に
対
す
る
異
議
申
立
を
許
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
法
制
局
案
は
土
地
収
用
審
査
委
員
会
へ
の
意
見
書
提

出
や
内
務
大
臣
へ
の
不
服
申
立
を
認
め
、
「斯
ル
場
合
ニ
ハ
充
分
協
議
ヲ
尽
サ
シ
メ
、
利
害
ノ
関
係
二
於
テ
ハ
所
有
者
二
充
分
ノ
自
由
ヲ
興
へ
」
た
。

第
六
に
、
現
行
規
則
で
は

「買
上
代
価
二
付
双
方
熟
議
二
至
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
地
方
官
ハ
内
務
省
ノ
裁
決
ヲ
請
ヒ
之
レ
カ
価
格
ヲ
定
」
め
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
已
二
価
格
ヲ
定
ム
ル
以
上
ハ
他
二
出
訴
ス
ル
ノ
途
」
が
な
け
ど
い
う
点
で
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
法
制
局
案
は

「
補

償
金
額
二
関
ス
ル
裁
決
二
不
服
ノ
者
ハ
裁
判
所
二
出
訴
ス
ル
コ
ト
フ
得
ル
」
よ
う
に
し
な
ど

内
閣
委
員
に
よ
る
提
案
理
由
の
説
明
を
受
け
た
元
老
院
第

一
読
会
の
反
応
は
概
ね
好
意
的
で
あ
り
、
「本
按
ハ
大
体
二
於
テ
ハ
異
議
ナ
シ
」

（林
友
幸
議
官
）、
「本
按
ノ
大
体
ハ
本
官
モ
賛
成
ス
」
（森
山
茂
議
官
）、
「大
体
ハ
可
」
（田
辺
太

一
議
官
）
な
ど
の
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
。

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（
２
●
完
）

一
一一
一一一一



法
経
研
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二
年
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一
〓
一四

し
た
が
っ
て
、
そ
の
後
の
元
老
院
審
議
は
部
分
的
か
つ
技
術
的
な
問
題
を
中
心
に
推
移
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
そ
こ
で
第

一
読
会
は
、
全

部
付
託
調
査
委
員
に
よ
る
議
案
の
調
査

・
検
討
を
行
う
こ
と
に
決
し
、
終
了
し
た
。

２
　
収
用
と
軍
事

０

「帷
幌
上
奏
権
」
問
題

①
調
査
委
員
第

一
次
修
正
案

　

第
二
読
会
は
、
全
部
付
託
調
査
終
了
後
の
五
月
二
七
日
に
開
か
れ
た
。
冒
頭
、
全
部
付
託
調
査
委
員
の
一
人

で
あ
る
渡
邊
清
議
官
が
修
正
案

（以
下
、
こ
れ
を
調
査
委
員
第

一
次
修
正
案
と
呼
ぶ
）
お
よ
び
修
正
理
由
の
説
明
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
取
り
上

げ
ら
れ
た
修
正
点
の
一
つ
は
、
第
二
条
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
法
制
局
案
第
二
条
は
収
用
目
的
の
列
挙
規
定
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
第
四
号
が

「鉄
道
電
信
航
路
標
識
及
測
量
標
ノ
建
設
用
地
」
の
事
業
を
掲
げ
て
い
る
。
調
査
委
員
が
修
正
を
加
え
た
の
は

椰
畳
最
歴

の
部
分
で
あ
る
。
渡
邊
清
議
官
は
次
の
よ
ヶ
に
説
明
す
群
α

（測
量
標
の
建
設
は
―
―
引
用
者
）
陸
海
軍
省
ノ
司
管
二
属
シ
ユ
測
量
標
規
則
ナ
ル
モ
ノ
有
リ
テ
測
量
標
建
設
用
地
二
関
ス
ル
種
々
ノ
事

項
ヲ
モ
登
載
セ
リ
今
彼
レ
ト
此
レ
ト
比
照
ス
ル
ニ
往
々
撞
着
ヲ
免
レ
ス
其
撞
着
ノ
箇
条
ハ
新
法
二
従
ハ
ン
乎
恐
ク
ハ
陸
海
軍
ノ
ロ
的
ヲ
達

ス
ル
能
ハ
サ
ラ
ン
之
ヲ
内
閣
二
質
セ
ン
ニ
内
閣
モ
此
二
始
メ
テ
本
官
等
卜
意
見
ヲ
同
ク
セ
リ

測
量
標
建
設
は
、
従
来

「測
量
標
規
貼
」
に
基
づ
き
陸
海
軍
省
の
所
管
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
「土
地
収
用
法
」
の
制
定
に
伴
い

「測
量
標
規
則
」
が
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
「陸
海
軍
ノ
ロ
的
ヲ
達
ス
ル
能
ハ
サ
」
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
第

一
次
修
正
案
は
第
二
条
第
四

号
か
ら

「測
量
標
」
を
削
除
し
、
「土
地
収
用
法
」
の
適
用
を
除
外
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の

「測
量
標
」
削
除
問
題
は
、
実
は
よ
り
重
要
な
問
題
を
生
起
さ
せ
る
き
っ
か
け
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
収
用
立
法

に
お
け
る
帷
帳
上
奏
権
の
処
理
と
い
う
権
限
問
題
が
新
た
に
浮
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。



②
山
口
尚
芳
議
官
の
発
言

に
耳
を
傾
け
よ
”
ず

先
ツ
修
正
案
第
八
条
ヨ
リ
問
ハ
ン
本
条
二
「
工
事
ノ
仕
様
及
収
用
又
ハ
使
用
ス
ヘ
キ
土
地
ノ
区
域
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
起
業
者
ハ
其
仕
様

書
並
図
面
及
損
失
補
償
金
額
見
積
書
ヲ
所
有
者
及
関
係
人
二
示
シ
協
議
ヲ
遂
ク
ヘ
シ
云
々
但
政
府
ノ
起
業
二
係
ル
ト
キ
ハ
主
務
大
臣
ハ
本

条
ノ
手
続
ヲ
為
シ
仕
様
書
其
他
ノ
書
類
ヲ
地
方
長
官
二
送
付
シ
土
地
ノ
収
用
審
査
委
員
会
ノ
裁
決
ヲ
求
ム
ヘ
シ
」
ト
ア
リ
而
シ
テ
其
政
府

ノ
起
業
二
係
ル
エ
事
ハ
第
二
条
二
列
挙
シ
ア
リ
テ
第

一
項
二
「砲
台
城
砦
其
他
兵
事
二
要
ス
ル
土
地
」
ト
ア
リ
然
ル
ニ
此
砲
台
城
砦
等
ノ

建
築
ハ
固
ヨ
リ
参
謀
本
部
二
属
ス
ル
事
柄
ナ
レ
ハ
其
職
権
ヲ
以
テ
此
事
ヲ
決
ス
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ン
去
レ
ハ
是
ハ
参
謀
本
部
ノ
直
轄
ナ
ル
ヲ
以

テ
内
閣
卜
雖
モ
之
二
典
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
可
シ
例
ヘ
ハ
此
二
沖
縄
辺
二
於
テ
砲
台
ヲ
築
ク
ノ
必
要
ア
リ
テ
斯
ク
〃
〃
ノ
エ
事
ヲ

起
ス
可
シ
ト
決
ス
ル
ト
キ
ハ
陸
軍
大
臣
参
謀
本
部
長
ハ
如
何
ナ
ル
手
続
ヲ
為
ス
カ
ト
云
フ
ニ
即
チ
此
第
八
条
ノ
手
続
二
拠
ラ
サ
ル
フ
得
サ

ル
ナ
リ
此
手
続
二
拠
ル
ト
キ
ハ
仕
様
書
並
図
面
及
損
失
補
償
金
額
見
積
書
ヲ
所
有
者
及
関
係
人
二
示
シ
テ
協
議
ヲ
遂
ク
ル
ナ
リ
若
シ
其
協

議
調
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
趣
ヲ
地
方
長
官
二
通
知
シ
其
土
地
ノ
土
地
収
用
審
査
委
員
会
ノ
裁
決
ヲ
求
ム
ル
ナ
リ
而
シ
テ
其
土
地
収
用
審
査
委

員
会
力
不
都
合
ナ
ル
裁
決
ヲ
為
シ
参
謀
本
部
二
於
テ
不
服
ナ
ル
ト
キ
ハ
如
何
卜
云
フ
ニ
本
案
ノ
第
十
五
条
二
拠
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
此
条
二
拠

ル
ト
キ
ハ
即
チ
土
地
収
用
審
査
委
員
会
ノ
エ
事
仕
様
二
関
ス
ル
裁
決
二
服
セ
サ
ル
者
ハ
内
務
大
臣
二
訴
願
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
レ
ト
モ
此
内
務

大
臣
ノ
裁
決
ハ
之
ヲ
終
審
卜
為
ス
モ
ノ
ナ
レ
ハ
其
上
二
於
テ
ハ
〓
〓ロノ
不
服
ヲ
唱
フ
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ゝ
ル
ナ
リ
而
シ
テ
此
等
二
付
テ
一
方

ハ
如
何
卜
云
フ
ニ
即
チ
陸
軍
大
臣
参
謀
本
部
長
二
於
テ
起
ス
エ
事
ナ
レ
ハ
其
土
地
二
関
係
ス
ル
事
柄
二
就
テ
ハ
内
務
大
臣
二
向
テ
其
打
合

セ
ヲ
為
ス
可
キ
モ
之
ヲ
可
否
ス
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
天
皇
陛
下
ノ
勅
裁
二
非
サ
レ
ハ
不
都
合
ナ
ラ
ン
然
ル
ニ
今
此
第
十
五
条
二
於
テ
内
務
大
臣

ノ
裁
決
ヲ
終
審
ト
セ
シ
ハ
是
二
不
体
裁
ナ
ル
法
律
卜
考
フ

彼
の
言
わ
ん
と
す
る
点
は
二
つ
あ
る
。
第

一
に
、
「砲
台
城
砦
等
ノ
建
築
」
な
ど
軍
事
目
的
の
工
事
は
参
謀
本
部
の
所
轄
で
あ
り
、
参
謀
本

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
●
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一五

問
題
は
山
口
尚
芳
議
官
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
。
ま
ず
、
五
月
二
七
日
元
老
院
第
二
読
会
に
お
け
る
彼
の
発
言



法
経
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年
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一
〓
〓
ハ

部
が
そ
の
職
権
を
も
っ
て
決
定
す
べ
き
事
項
で
あ
る
。
従

っ
て
、
内
閣
が
こ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

第
二
に
、
問
題
は
さ
ら
に
第
八
条
、
第

一
五
条
に
ま
で
及
ん
で
い
く
。
第
八
条
は
、
事
業
認
定
後
に
起
業
者
と
土
地
所
有
者

・
関
係
人
間
で

行
わ
れ
る
収
用
協
議
に
関
す
る
規
定
で
あ
れ
ど

こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
砲
台
建
設
の
必
要
が
あ
る
場
合
、
陸
軍
大
臣

１
参
課
本
部
長
は
、

ま
ず
所
有
者

・
関
係
人
と
の
間
で
収
用
の
協
議
を
行
い
、
協
議
が
不
調
に
終
れ
ば
、
土
地
収
用
審
査
委
員
会
の
裁
決
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

も
し
委
員
会
の
裁
決
に
対
し
て
参
謀
本
部
に
不
服
が
あ
れ
ば
、
そ
し
て
そ
れ
が

「
工
事
仕
様
二
関
ス
ル
裁
決
」
に
対
す
る
不
服
で
あ
れ
ば
、
内

務
大
臣
に
訴
願
す
る
こ
と
が
で
き
る

（第

一
五
条
）。
と
こ
ろ
が
、
内
務
大
臣
の
裁
決
は

「
終
審
」
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
内
務
大
臣
の
裁
決

に
対
し
て
は
参
謀
本
部
で
あ
っ
て
も

「
一
言
ノ
不
服
ヲ
唱
フ
ル
コ
ト
」
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
砲
台
建
設
な
ど
は
陸
軍
大
臣

ｏ
参

謀
本
部
長
の
所
轄
事
項
で
あ
り
、
か
つ
そ
の

「
可
否
」
は
も

っ
ぱ
ら

「
天
皇
陛
下
ノ
勅
裁
」
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
内

務
大
臣
の
裁
決
を

「終
審
」
と
す
る
の
は

「是

二
不
体
裁
ナ
ル
法
律
」
で
あ
る
、
と
い
う
。
要
す
る
に
、
山
口
議
官
の
見
解
は
、
「
砲
台
城
砦

等
ノ
建
築
」
は
陸
軍
大
臣
と
参
謀
本
部
長
の
所
轄
す
る
帷
幌
上
奏
事
項
で
あ
っ
て
内
閣
及
び
内
務
大
臣
の
権
限
は
及
び
え
な
い
、
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て

一
元
的
な
内
閣
の
事
業
認
定
権
限
と
内
務
大
臣
の
不
服
申
立
審
査
権
を
内
容
と
す
る
法
制
局
案
は
、
帷
帳
上
奏
権
を
根

拠
と
す
る
軍
事
目
的
収
用
の
適
用
除
外
要
求
に
直
面
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
午

し
か
し
、
答
弁
に
立
っ
た
平
田
東
助
内
閣
委
員
は
山
口
議
官
の
問
題
提
起
に
正
面
か
ら
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
従

来
、
砲
台
建
設
は

「臨
時
砲
台
建
築
部
官
仙
ビ
に
よ
り
陸
軍
大
臣
と
参
謀
本
部
長
の
決
定
を
経
て
工
事
を
実
施
し
て
き
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、

続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

此
砲
台
建
築
等
ノ
事
ハ
兵
備
上
二
取
リ
テ
最
モ
緊
要
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
二
関
シ
テ
ハ
如
何
ニ
モ
土
地
ヲ
収
用
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
併

シ
如
何
二
必
要
ナ
レ
ハ
連
其
計
画
ノ
如
何
ヲ
人
民
二
知
ラ
シ
メ
ス
シ
テ
之
ヲ
収
用
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
可
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
之
ヲ
知
ラ
シ
メ



サ
ル
ト
キ
ハ
其
収
用
セ
ラ
ル
ゝ
土
地
ノ
人
民
ハ
将
来
其
処
二
住
居
ス
ル
ヲ
得
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
知
ル
能

ハ
サ
レ
ハ
ナ
リ
故

二
其
土
地
ノ
人
民
ハ

予
メ
何
ノ
為
メ
ニ
収
用
セ
ラ
ル
ゝ
ヤ
如
何
ナ
ル
計
画
ヲ
為
サ
ル
ゝ
ヤ
多
少
之
ヲ
知
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
是
ヲ
以
テ
本
案

二
斯
ノ
如
ク
掲
ケ
シ

ナ
リ

こ
の
よ
う
に
平
田
内
閣
委
員
は
土
地
収
用
法
の
立
法
趣
旨
が
被
収
用
者
の
権
利
保
全
に
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
だ
け
で
、
帷
幌
上
奏
権
問
題

に
は
触
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
正
確
に
は
、
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
内
閣
側
は
こ
の
よ
う

な
問
題
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
陸
海
軍
省
な
ど
関
係
機
関
と
の
間
で
事
前
の
協
議

・
検
討
を
ま
っ
た
く
行
っ
て
い
な
か
つ

た
の
で
あ
和
ざ

③
調
査
委
員
第
二
次
修
正
案
　
　
そ
こ
で
、
第
二
読
会
は
こ
の
問
題
の
調
査

・
検
討
を
調
査
委
員
に
付
託
し
た
。
調
査
委
員
は
、
陸
軍
省
、
参

謀
本
部
等
へ
の
照
会
、
関
係
機
関
と
の
協
議
を
行
い
、
修
正
案

（
こ
れ
を
以
下
調
査
委
員
第
二
次
修
正
案
と
呼
ぶ
）
を
と
り
ま
と
め
た
。
そ
し

て
六
月

一
二
日
に
第
二
読
会
が
再
開
さ
れ
、
冒
頭
、
調
査
委
員
の
渡
邊
清
議
官
が
調
査
委
員
第
二
次
修
正
案
に
関
す
る
報
告
に
立
っ
た
。
彼
は
、

ま
ず
関
係
機
関
へ
の
照
会
結
果
と
し
て
、
「参
謀
本
部
二
於
テ
砲
台
城
砦
等
ノ
設
ケ
ヲ
為
ス
ニ
当
り
内
閣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
ス
本
部
長
又
ハ
主
務

大
臣
ヨ
リ
勅
裁
ヲ
請
ケ
即
時
二
地
方
長
官
二
達
シ
テ
夫
々
ノ
処
分
二
着
手
ス
ル
コ
ト
ト
為
」
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
述
芍
ヾ

そ
の
上
で

次
の
よ
う
な
第
二
条
修
正
案
を
示
し
た
。

左
ノ
種
類
ノ
エ
事
二
要
ス
ル
土
地
ハ
内
閣
二
於
テ
公
共
ノ
利
益
ニ
シ
テ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
定
シ
タ
ル
後
此
法
律
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
フ
得

〔
但
認
定
二
関
シ
法
律
勅
令
二
別
二
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
各
其
条
規
二
依
ル
〕

一　
砲
台
城
砦

［国
防
］
其
他
兵
事
二
要
ス
ル
土
地

一
一　
政
府
、
府
県
郡
市
町
村
及
公
共
組
合
ノ
直
接
ナ
ル
公
用
二
供
ス
ル
土
地

〓
一　
官
立
公
立
ノ
学
校
病
院
其
他
学
芸
及
慈
善
ノ
用
二
供
ス
ル
土
地

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
●
完
）

三
二
七



法
経
研
究
四
〇
巻
三
・
四
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
言
一八

四
　
鉄
道
電
信
航
路
標
識
及
測
候
所
ノ
建
設
用
地

五
　
河
川
溝
渠
ノ
掘
撃
道
路
橋
梁
埠
頭
水
道
及
下
水
ノ
築
造
用
地

ユハ
　
防
火
及
水
害
予
防
並
検
疫
所
火
葬
場
其
他
公
衆
衛
生

二
要
ス
ル
土
地

新
た
に
設
け
ら
れ
た
但
書

「
認
定
二
関
シ
法
律
勅
令

二
別
二
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
各
其
条
規
二
依
ル
」
中
の

「勅
令
」
規
定
は
、
「
国
随
」
目

的
の
収
用
を
内
閣
の
事
業
認
定
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
攣

こ
れ
を
う
け
た
元
老
院
で
の
審
議
に
あ
ま
り
見
る
べ
き
も
の
は
な
く
、
主
に
字
句
上
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
議
論
が
あ

っ
た
だ
け
で
あ
る
。
た

だ
、
元
老
院
第
二
読
会
で
行
わ
れ
た
法
案
の
微
修
正
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
六
月
二

一
日
第
二
読
会
で
再
度
法
案
を
再
調

査
委
員
に
付
託
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
が
六
丹
二
八
日
再
調
査
委
員
か
ら
報
告
さ
れ
た
。
そ
こ
で
第
二
条
は
次
の
よ
う
に
修
正
さ

れ
た
。左

ノ
種
類
ノ
エ
事
二
要
ス
ル
土
地

ハ
内
閣

二
於
テ
公
共
ノ
利
益
ニ
シ
テ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
定
シ
タ
ル
後
此
法
律
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

但
認
定
二
関
シ
法
律
勅
令
二
別
二
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
各
其
条
規
二
依
ル
〔
国
防
上
ノ
エ
事
二
関
ス
ル
認
定
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
〕

修
正
の
要
点
は
、
第
二
条
但
書
の
適
用
除
外
の
要
件
を

「法
律
勅
令
二
別
二
規
定
ア
ル
モ
ノ
」
か
ら

「国
防
上
ノ
エ
事
」
へ
と
変
更
し
た
こ

と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
再
調
査
委
員
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
実
は

「国
防
」
目
的
の
収
用
を
明
確
に
根
拠
づ
け
る
現
行
法
令
が
存
在
し
て
お
ら

ず
、
そ
れ
故

「法
律
勅
令
」
と
い
う
形
式
要
件
を
も
っ
て
し
て
は
第
二
条
の
適
用
を
除
外
す
る
に
不
充
分
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
代

わ
っ
て

「国
防
上
ノ
エ
事
」
と
い
う
実
質
要
件
を
掲
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
婉
匈
。

０
軍
事
機
密
問
題

調
査
委
員
第
二
次
修
正
案
は
山
口
議
官
の
指
摘
し
た
内
務
大
臣
の
不
服
申
立
審
査
権
と
帷
幌
上
奏
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
手
を

付
け
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
後
の
元
老
院
審
議
の
中
で
再
び
問
題
と
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
他
方
で
、
山
口
議
官
が
ま
っ
た
く
問
題
に
し



て
い
な
か

っ

第

一
に
、

（第
四
条
）。

わ
ち
、内

閣
二
於
・二
叩
朱
ノ
エ
事
ヲ
認
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
〔
工
事
認
定
ノ
後
内
閣
ハ
〕
官
報
ヲ
以
テ
起
業
者
及
起
業
地
並
工
事
ノ
種
類
ヲ
公
告
ス

ヘ
シ

〔
国
防
上
ノ
用
地
二
在
テ
ハ
前
項
公
告
ノ
例
二
依
ラ
ス
主
務
大
臣
ヨ
リ
地
方
長
官

二
通
知
シ
地
方
長
官

ハ
其
土
地
所
有
者
及
関
係
人
二
通

知
ス
ヘ
シ
〕

こ
れ
に
よ
り
軍
事
目
的
の
収
用
に
つ
い
て
は
公
告
手
続
が
不
要
と
な
り
、
主
務
大
臣
か
ら
土
地
所
有
者

・
関
係
人
へ
の
通
知
を
も
っ
て
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
原
案
で
は
、
事
業
認
定
後
の
収
用
協
議
に
お
い
て
、
起
業
者
は
工
事
の

「仕
様
書
」
「図
面
」
「損
失
補
償
金
額
見
積
書
」
を
所
有

者

・
関
係
人
に
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
も
し
協
議
が
不
調
に
終
れ
ば
、
こ
れ
ら
関
係
書
類
を
土
地
収
用
審
査
委
員
ハバ
に
提
出
し
、

裁
決
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（第
八
条
）。
こ
れ
に
対
し
修
正
案
は
、
「国
防
上
ノ
用
地
」
に
関
し
て
は

「仕
様
書
」
「
図
面
」
の
添

付
を
不
要
で
あ
る
と
し
地
。
こ
れ
は

「全
ク
国
防
上
秘
密
ノ
漏
泄
ヲ
防
カ
ン
カ
獅
」
に
な
さ
れ
た
修
正
で
あ
っ
た
。

第
二
次
修
正
案
を
め
ぐ
る
議
論
は
主
に
第
四
条
を
め
ぐ

っ
て
展
開
し
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
も
っ
ぱ
ら
森
山
茂
議
官
が
第
四
条
第
二
項
の
削

除
を
提
案
し
た
だ
け
で
、
全
般
的
に
議
論
は
低
調
で
あ

っ
た
。
森
山
議
官
の
主
張
は
こ
う
で
あ
る
。
調
査
委
員
が
、
軍
事
機
密
の
漏
洩
を
恐
れ

て
第
四
条
に
第
二
項
を
付
加
し
た
の
は

「
是
レ
畢
党

一
時
ノ
過
慮
二
過
キ
」
ず
、
官
報
に
お
い
て
起
業
者

（陸
海
軍
省
）、
工
事
の
種
類

（砲

台
城
砦
）
を
公
告
し
て
も

「決
シ
テ
軍
事
上
ノ
秘
密
ヲ
漏
ス
ノ
恐
レ
」
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
砲
。

一
八
八
九

（明
治
二
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
ｏ
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一九

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
査
委
員
の
方
で
積
極
的
に
踏
み
込
み
、
修
正
提
案
ま
で
行
っ
た
問
題
が
あ
る
。
軍
事
機
密
問
題
で
あ
る
。

原
案
で
は
、
事
業
認
定
後
内
閣
は
当
該
事
業
の
起
業
者

・
起
業
地

。
「
工
事
ノ
種
類
」
を
官
報
で
公
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

こ
れ
に
対
し
て
調
査
委
員
は
、
陸
軍
省
の
意
向
も
う
け
て
、
第
四
条
に
新
た
に
第
二
項
を
設
け
る
と
い
う
修
正
を
行
っ
れ
ざ

す
な



法
経
研
究
四
〇
巻
三
・
四
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
二
〇

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

「楽
観
論
」
は
軍
事
機
密
の
保
護
に
重
き
を
置
く
大
方
の
元
老
院
議
官
の
支
持
を
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
大
勢

を
占
め
た
の
は
、
平
時
で
も
外
国
の
諜
報
活
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
現
実
の
中
で
は
軍
事
機
密
は

「秘
シ
置
カ
ル
ル
丈
ケ
ハ
秘
シ
置
ク
」

の
が
よ
い

（渡
邊
清
議
節
）
と
す
る
積
極
的
な
軍
事
機
密
保
護
論
で
あ
り
、
ま
た
官
報
に
よ
る
公
告
を
行
う
の
が

「収
用
法
ノ
真
面
目
」
で
あ

る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
軍
事
機
密
の
保
護
は

「今
日
ノ
有
様
ニ
テ
ハ
止
ム
ヲ
得
」
な
い

（津
田
真
道
議
渤
）
と
す
る
消
極
容
認
論
で
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
審
議
の
経
過
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
元
老
院
議
官
が
軍
事
偏
重
の

「
公
共
性
」
概
念
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
と
密
接
な
関
連

を
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

３

　

「
東
京
市
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
則
」
問
題

①
法
制
局
案
　
　
調
査
委
員
第

一
次
修
正
案
が
取
り
上
げ
た
二
つ
目
の
問
題
は
、
法
制
局
案
第
四

一
条
で
あ
っ
た
。
同
条
は

「明
治
八
年
太
政

官
第
百
三
十
三
号
達
公
用
土
地
買
上
規
則
其
他
此
法
律
二
抵
触
ス
ル
成
規
ハ
総
テ
廃
止
ス
」
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
京
市

区
改
正
事
業
の
基
本
法
令
で
あ
る

「東
京
市
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
貼
」
は
、
「測
量
標
規
則
」
と
と
も
に
、
「其
他
此
法
律

二
抵
触
ス
ル
成

規
」
の
一
つ
と
し
て
廃
止
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

「東
京
市
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
則
」
は

「東
京
市
区
改
正
条
伽
」
の
付
属
法
令
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
「
日
本
の
都
市
計
画
技

術
手
法
の
出
発
点
と
な
っ
た
重
要
な
規
帥
ビ
で
あ
る
。
と
く
に
市
区
改
正
事
業
に
伴
う
収
用
に
よ
っ
て

「
一
宅
地
ヲ
為
ス
ニ
足
ラ
サ
ル
残
余
」

の
土
地
が
生
じ
る
場
合
、
こ
れ
も
併
せ
て
収
用
す
る
と
い
う
残
地
収
用
の
規
定

（第
二
条
）、
市
区
改
正
事
業
の
結
果
不
用
地
が
生
じ
た
場
合

に
接
続
地
地
主
に
買
受
を
義
務
づ
け
、
接
続
地
地
主
が
買
受
を
希
望
し
な
い
と
き
は
接
続
地
を
超
過
収
用
す
る
と
い
う
規
定

（第
二
条
）、
東

京
府
知
事
に
よ
る
建
築
制
限
の
規
定

（第
四
条
）
な
ど
が
重
要
で
あ
ゎ
α

こ
れ
が
法
制
局
案
通
り
に
廃
止
さ
れ
れ
ば
、
東
京
市
区
改
正
事
業
に

多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。



②
調
査
委
員
第

一
次
修
正
案
　
　
調
査
委
員
は
、
こ
の

「東
京
市
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
則
」
の
廃
止
規
定
を
取
り
上
げ
た
。
す
な
わ
ち
、

調
査
委
員
第

一
次
修
正
案
は
第
四

一
条
に
但
書
を
設
け
、
コ
曇
曇
‐‐Ｊ
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
則
」
を
廃
止
対
象
か
ら
除
外
し
た
の
で
あ
櫛
ざ

明
治
八
年
太
政
官
第
百
三
十
三
号
達
公
用
土
地
買
上
規
則
其
他
此
法
律

二
抵
触
ス
ル
成
規
ハ
総
テ
廃
止
ス
〔
但
測
量
標
規
則
及
東
京
市
区

改
正
土
地
建
物
処
分
規
則
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
〕

こ
の
修
正
に
関
し
て
、
調
査
委
員

（渡
邊
清
議
官
）
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
獅
¨

第
四
十

一
条
二
但
書
ヲ
加
へ
測
量
標
規
則
卜
東
京
市
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
則
ト
ヲ
例
外
ト
セ
ル
所
以
ヲ
弁
セ
ン
ニ
前
者
ノ
本
案
卜
併

行
セ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
理
由

ハ
前
既
二
之
ヲ
陳

ヘ
タ
リ
又
後
者
モ
同
シ
ク
本
案
卜
併
行
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
理
由
ア
リ
那
ノ
東
京
市
区
改
正

二
就
キ
特
二
困
難
ナ
ル
ハ
一
宅
地
ヲ
為
ス
ニ
足
ラ
サ
ル
モ
ノ
ゝ
処
分
ニ
シ
テ
後
者
ノ
要
ハ
畢
党
此
二
在
り
然
ル
ニ
本
案

ハ
斯
ル
箇
条
ヲ
載

セ
ス
故
二
今
若
シ
彼
ヲ
廃
シ
独
り
本
案
ノ
ミ
ヲ
施
行
セ
ハ
東
京
市
区
改
正
ハ
遂
二
行
フ
可
カ
ラ
ス
且
ヤ
本
案
二
載
ス
ル
事
業

ハ
政
府
二
属

ス
ル
モ
ノ
ト
人
民
二
属
ス
ル
モ
ノ
ト
判
然
分
別
ス
ル
ヲ
得
ル
モ
東
京
市
区
改
正
ハ
官
民
混
清
ノ
事
業
二
係
ル
是
亦
彼
規
則
ノ
廃
止
ス
可
カ

ラ
サ
ル
一
理
由
ナ
リ
左
レ
ハ
之
ヲ
存
ス
ル
ニ
就
テ
ハ
内
閣
委
員
及
ヒ
主
務
官
吏
モ
皆
同
意
ヲ
表
セ
リ

第

一
に
、
市
区
改
正
事
業
の
実
施
上

「特

二
困
難
」
と
さ
れ
る

「
一
宅
地
ヲ
為
ス
ニ
足
ラ
サ
ル
」
土
地
の
処
分
の
た
め
に
は

「東
京
市
区
改

正
土
地
建
物
処
分
規
則
」
の
手
法
が
不
可
欠
で
あ
る
。
新
し
く
制
定
さ
れ
る

「土
地
収
用
法
」
案
に
こ
の
よ
う
な
手
法
が
導
入
さ
れ
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
規
則
を
廃
止
す
れ
ば
市
区
改
正
事
業
の
進
行
は
大
き
く
妨
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
。

第
二
に
、
「土
地
収
用
法
」
の
目
的
と
す
る
事
業
は
政
府
起
業
と
人
民
起
業
と
の
区
別
が
判
然
と
し
て
い
る
が
、
市
区
改
正
は

「
官
民
混
清

ノ
事
業
」
で
あ
っ
て
区
別
で
き
な
い

（従

っ
て
土
地
収
用
法
を
適
用
で
き
な
い
）、
と
い
う
。
こ
の
説
明
の
趣
旨
は
あ
ま
り
判
然
と
し
な
い
。

「官
民
混
清
」
と
は
起
業
者
が
官
民
共
同
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
か
、
そ
れ
と
も
事
業
内
容
が
純
然
た
る

「
公
共
性
」
を
有
し
て
い
な
い
と
い

う
意
味
な
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
説
得
的
な
理
由
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
●
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二
一
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以
上
の
調
査
委
員
報
告
に
対
し
て
、
森
山
茂
議
官
が
反
対
意
見
に
立
っ
た
。
彼
は
、
要
す
る
に
第
四

一
条
但
書
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、

「東
京
市
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
則
」
に

「土
地
収
用
法
」
の
準
用
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
を
、
彼
は
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
。
一‐其
最
モ
良
キ
ハ
補
償
金
額
二
対
ス
ル
訴
訟
手
続
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

「土
地
建
物
処
分
規
則
ニ
ハ
補
償
金
額
ハ
評

価
ノ
上
内
務
大
臣
ノ
決
二
依
リ
テ
定
ム
ル
ノ
規
定
」
が
あ
る
だ
け
で
裁
判
所
へ
の
出
訴
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
土
地
収
用
法
に
よ

れ
ば

「土
地
収
用
審
査
委
員
会
ノ
裁
決
二
服
セ
サ
ル
者
ハ
裁
判
所
二
出
訴
ス
ル
ヲ
得
」
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
準

し
か
し
、
森
山
議
官
の
修
正
提
案
を
め
ぐ
る
議
論
に
あ
ま
り
活
発
な
も
の
は
み
ら
れ
ず
、
結
局
、
賛
成
少
数
の
た
め
否
浜
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

市
区
改
正
事
業
上
の
収
用
手
続
に
お
い
て
被
収
用
者
の
権
利
保
障
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
こ
う
し
て
挫
折
を
見
た
の
で
あ
れ
ざ

４
　

「
公
共
性
」
論

最
後
に
、
元
老
院
の
審
議
の
中
に
見
ら
れ
る

「公
共
性
」
論
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
法
制
局

「土
地
収
用
法
」
案
は
、
法
案
の
掲
げ
る

「
公
共
性
」
の
第

一
義
的
な
内
容
に
軍
事

・
国
家
目
的
を
す
え
た
。
こ
れ
を
う
け
た
元
老
院
の
審
議

は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
法
制
局
案
の

「公
共
性
」
概
念
を
追
認
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
元
老
院
で

「公
共
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
に
展
開
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
何
の
議
論
も
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。
そ

こ
で
、
我
々
は
、
も
っ
ぱ
ら
元
老
院
議
官
の
発
言
の
端
々
か
ら
そ
れ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
具
体
的
な
例
を
次
に
見
よ
う
。

三
浦
安
議
官
は

「土
地
収
用
法
」
案
第

一
条
の
逐
条
審
議
に
お
い
て
、
「土
地
収
用
法
」
案
に
お
け
る

「公
共
性
」
の
内
容
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
学

抑
々
法
律
ヲ
制
定
シ
事
柄
ヲ
挙
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
其
最
モ
重
モ
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
挙
ケ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
公
共
ノ
利
益
卜
云
フ
コ
ト
ノ
最
モ
重
モ
ナ

ル
モ
ノ
ハ
何
ナ
リ
ヤ
ト
言
ハ
ゝ
国
防
ナ
リ
全．
国。
一
般．
二．
関。
ス．
ノレ．
公．
共．
ノ．
朴
益．
（
国．
防．
ヨ．
り．
大．
ナ．
ノレ．
モ．
ノ．
ナ．
か
ラ．
ン．



三
浦
議
官
の
主
張
は
露
骨
な
軍
事
偏
重
の

「公
共
性
」
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

「公
共
性
」
論
を
抱
懐
す
る
の
は
三
浦
議
官

一

人
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
例
え
ば
、
次
の
渡
邊
清
議
官
の
発
言
も
そ
の
一
例
で
あ
午

本
官
ノ
見
ル
所
ヲ
以
テ
ス
レ
ハ
国
防
ハ
公
共
中
ノ
最
モ
重
モ
ナ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
之
ヲ
第

一
条
二
置
カ
サ
ル
ト
キ
ハ
他
条
ノ
国
防
ノ
文
字
モ

活
勤
ジ
失
ス
ル
ニ
至
ラ
ン

元
老
院
の
審
議
を
通
観
し
て
も
、
こ
う
し
た
軍
事
偏
重
の

「公
共
性
」
論
に
対
置
す
べ
き
議
論
は
何
ら
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
限
り
で
、

軍
事
偏
重
の

「公
共
性
」
論
は
元
老
院
議
官
に
一
般
的
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
た
と
え

所
有
権
の
尊
重
を
標
榜
す
る
議
官
で
あ
っ
て
も
、
軍
事
偏
重
の

「公
共
性
」
論
に
対
す
る
と
き
、
そ
の
主
張
も
敢
な
く
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
例
え
ば
、
細
川
潤
次
郎
議
官
の
次
の
よ
う
な
発
言
が
そ
れ
を
示
し
て
い
和
ざ

一
体
本
官
等
ノ
考
ニ
テ
ハ
国
防
ノ
事
ト
ハ
言
ヒ
ナ
カ
ラ
人
民
ノ
財
産
ハ
最
モ
貴
重
セ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
成
ル
可
ク
其
取
扱
方

ヲ
同

一
二
シ
タ
キ
モ
ノ
ニ
テ
勅
令
ヲ
以
テ
特
別
二
処
分
ス
ル
如
キ
コ
ト
ハ
無
キ
様
二
致
シ
タ
キ
モ
ノ
ナ
リ
然
ン
ト
モ
軍
事
上
二
於
テ
斯
ク

セ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ト
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
巳
ム
ヲ
得
サ
ル
コ
ト
ト
考
へ
直
ス
ヘ
シ

軍
事
偏
重
の

「公
共
性
」
論
が
元
老
院
議
官
に
よ
っ
て
一
般
的
に
共
有
さ
れ
る
限
り
、
国
家
権
力
に
よ
る
所
有
権
侵
害
を
抑
止
す
る
法
的
保

障
の
確
立
を
元
老
院
に
期
待
す
る
こ
と
な
ど
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
元
老
院
が
実
際
に
果
た
し
た
立
法
上
の
役
割
は
そ
う

し
た
期
待
に
背
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
多
言
を
要
し
ま
い
。
こ
こ
で
は
、
元
老
院
議
定
案
が
事
業
認
定
に
お
い
て
帷
帳

上
奏
権
を
容
認
し
、
軍
事
機
密
を
保
護
す
る
た
め
の
例
外
規
定
を
設
け
る
な
ど
、
軍
事
問
題
に
積
極
的
に
踏
み
込
ん
だ
修
正
を
行
っ
た
事
実
を

指
摘
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
の
根
底
に
軍
事
偏
重
の

「
公
共
性
」
論
が
あ
っ
た
と
見
て
も
、
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
と
は
い
え
な
い
で
あ

ス７
つ
。

一
八
八
九

（明
治
二
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
●
完
）

一
一一一一一一一
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（
１
）

「
公
用
土
地
買
上
規
則
改
正
之
件
」
、
『
公
文
類
衆
』
第

一
三
編
第
五
〇
巻
。

（
２
）

前
掲

『元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
こ

一
一五
頁
。

（
３
）

た
だ
し
、
「公
用
土
地
買
上
規
則
」
第

一
則
但
書
は

「鉄
道
電
線
上
水
等
ノ
大
土
工
」
を
実
施
す
る
場
合
に
は

「特
別
官
許
」
の
上
で

一
般
人
民
に
も

規
則
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。
前
掲
拙
稿

「
一
八
七
五

（明
治
八
）
年
公
用
土
地
買
上
規
則
の
成
立
と
展
開
」
三
二
七
頁
参
照
。

（
４
）

「
公
用
土
地
買
上
規
則
」
の
も
と
で
は
券
面
地
価
主
義
だ
け
で
な
く
、
「相
当
地
価
」
主
義
の
原
則
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、

前
掲
拙
稿

「
一
八
七
五

（明
治
八
）
年
公
用
土
地
買
上
規
則
の
成
立
と
展
開
」
三
三
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
５
）

実
際
に
は
裁
判
所
へ
の
出
訴
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
前
掲
拙
稿

「
一
八
七
五

（
明
治
八
）
年
公
用
土
地
買
上
規
則
の
成
立
と
展
開
」

三
二
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
６
）

前
掲

『元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
と

一
一六
頁
以
下
。

（
７
）

前
掲

『
元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
こ

〓
〓
一頁
。

（
８
）

「測
量
標
規
則
」
２

八
八
八
年
七
月
二
三
日
勅
令
第
五
八
号
）
の
条
文
を
以
下
に
掲
げ
る
。

測
量
標
規
則

第

一
条
　
陸
地
測
量
部
及
水
路
部
二
於
テ
測
量
標
設
置
ノ
為
メ
敷
地
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
官
有
地
第
二
種
第

一
項
ノ
土
地
二
在
テ
ハ
其
所
轄
庁

二
通
知

ス
ヘ
シ
宅
地

二
非
サ
ル
民
有
地
二
在
テ
ハ
之
ヲ
買
上
ケ
又
ハ
相
当
借
地
料
ヲ
給
シ

一
時
之
ヲ
借
入
ル
ヘ
シ
其
所
有
者
ハ
之
ヲ
拒
ム
コ
ト
フ
得
ス
但

測
量
標
敷
地
ヲ
買
上
ケ
ン
ト
ス
ル
ニ
当
二
其
所
有
者
借
地
料
ヲ
要
セ
ス
永
遠
貸
地
卜
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ト
キ
ハ
格
別
ト
ス

第
二
条
　
測
量
主
任
官
ハ
測
量
標
設
置
ノ
場
所
ヲ
測
定
シ
測
旗
及
仮
杭
ヲ
樹
立
ス
ル
為
メ
必
要
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
条
二
掲
ク
ル
官
有
地
又

ハ
民
有
地

ニ

シ
テ
培
垣
籠
柵
等
ノ
設
ケ
ア
ル
モ
之
二
立
入
ル
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
二
於
テ
ハ
主
任
官
タ
ル
ノ
証
票
ヲ
携
帯
ス
ヘ
シ

所
轄
庁
所
有
者
又
ハ
管
理
人
ノ
所
在
遠
隔
ニ
シ
テ
其
証
票
ヲ
示
ス
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
施
行
ノ
後
直

二
之
ヲ
通
知
ス
ヘ
シ

測
量
施
行
ノ
為
メ
観
標
ヲ
樹
梢

二
付
設
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
宅
地
内
卜
雖
モ
之
ヲ
施
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
条
　
測
量
施
行
ノ
際
障
碍
ア
ル
竹
木
ハ
第

一
条
二
掲
ク
ル
民
有
地
二
在
テ
ハ
相
当
ノ
代
価
ヲ
給
シ
之
ヲ
伐
除
ス
ル
コ
ド
ヲ
得

（後
略
）

（
９
）

前
掲

『
元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
こ

〓
一八
頁
以
下
。

（
１０
）

第
八
条
の
条
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。



工
事
ノ
仕
様
及
収
用
又
ハ
使
用
ス
ヘ
キ
土
地
ノ
区
域
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
起
業
者
ハ
其
仕
様
書
並
図
面
及
損
失
補
償
金
額
見
積
書
ヲ
所
有
者
及
関
係

人
二
示
シ
協
議
ヲ
遂
ク
ヘ
シ

（中
略
）
但
政
府
ノ
起
業

二
係
ル
ト
キ
ハ
主
務
大
臣
ハ
本
条
ノ
手
続
ヲ
決
ス
為
シ
仕
様
書
其
他
ノ
書
類
フ
地
方
長
官

ニ

送
付
シ
土
地
ノ
収
用
審
査
委
員
会
ノ
裁
決
フ
求
ム
ヘ
シ

（
１１
）

帷
幌
上
奏
権
に
つ
い
て
は
、
大
江
志
乃
夫

『統
帥
権
』
（
日
本
評
論
社
、　
一
九
八
三
年
）、
永
井
和

「内
閣
官
制
と
帷
帳
上
奏
」
亀
富
山
大
学
教
養
部

紀
要
』
第
二

一
巻
第
二
号
、　
一
九
八
八
年
）
等
を
参
照
。
永
井
論
文
に
よ
れ
ば
、
帷
幌
上
奏
に
よ
る
勅
令
の
制
定
が
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
る
の
は
、

「
一
八
八
八
年
五
月
か
ら
あ
と
、
す
な
わ
ち
内
閣
で
い
え
ば
黒
田

（清
隆
―

引
用
者
）
内
閣
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
結
論
で
き
る
」
と
い
う

（前
掲
、
永

井
論
文
、
三
二
頁
）
。
こ
う
し
た
帷
帳
上
奏
慣
行
の
確
立

・
強
化
と
い
う
背
景
の
な
か
で
、
元
老
院
に
お
け
る
土
地
収
用
法
案
審
議
が
行
わ
れ
た
と
い
う

点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

（
‐２
）

「臨
時
砲
台
建
築
部
官
制
」
２

八
八
六
年

一
一
月
二
〇
日
勅
令
第
七
六
号
）
を
以
下
に
掲
げ
る
。

臨
時
砲
台
建
築
部
官
制

第

一
条
　
臨
時
砲
台
建
築
部
ハ
東
京
二
置
キ
陸
軍
省

二
隷
シ
全
国
枢
要
ノ
地

二
砲
台
ヲ
建
築
ス
ル
コ
ト
ワ
掌
ル

第
二
条
　
臨
時
砲
台
建
築
部
二
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

部

長
　
　
一
人

事
務
官
　
　
若
千
員

技
　
師
　
　
若
干
員

技
　
手
　
　
若
干
員

書
　
記
　
　
若
干
員

第
二
条
　
部
長

ハ
陸
軍
将
官
ヲ
以
テ
之
二
充
テ
事
務
官
ハ
陸
軍
上
長
官
士
官
書
記
ハ
陸
軍
下
士
属
ヲ
以
テ
之
二
充
ツ

第
四
条
　
部
長

ハ
砲
台
建
築
ノ
事
務
ヲ
総
理
ス

第
五
条
　
事
務
官

ハ
部
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
其
事
二
従
ヒ
書
記
ハ
事
務
官
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
庶
務
二
従
事
ス

第
六
条
　
技
師
技
手

ハ
技
術
上
ノ
事
二
任
シ
又
各
部
ノ
エ
事
二
従
事
ス

第
七
条
　
建
設
砲
台
ノ
位
置
並
其
制
式
兵
備
ノ
要
領
等
ヲ
陸
軍
大
臣
参
謀
本
部
長
卜
協
議
決
定
ノ
後
之
ヲ
建
築
部
二
下
シ
エ
事
二
従
事
セ
シ
ム

第
八
条
　
陸
軍
工
兵
方
面
ハ
砲
台
建
築
ノ
エ
事
二
就
テ
ハ
建
築
部
二
従
属
シ
テ
部
長
ノ
指
揮
ヲ
承
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

一
八
八
九

（明
治
一

年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（
２

●
完
）

二
二
五



法
経
研
究
四
〇
巻
三

・
四
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
量
ハ

第
九
条
　
砲
台
建
築
ノ
事
二
係
り
地
方
庁
其
他
二
往
復
ス
ル
ハ
建
築
部
長
ノ
名
ヲ
以
テ
ス
可
シ

（‐３
）

平
田
東
助
内
閣
委
員
に
よ
れ
ば
、
「軍
事
上
ノ
秘
密
二
渉
ラ
ス
シ
テ
唯
其
土
地
ヲ
取
ル
ノ

一
片
二
就
テ
必
要
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
強
テ
陸
海
軍
ノ
妨
ケ
ナ

キ
者
卜
思
ハ
ル
レ
ハ
此
条

二
付
テ
ハ
定
メ
テ
主
務
省
二
於
テ
モ
陸
海
軍
省
又
ハ
参
謀
本
部
等
二
照
会
セ
シ
事

ハ
無
カ
ル
可
シ
ト
考
フ
ル
ナ
リ
」
盆
則
掲

『元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
こ

四
〇
、
四

一
頁
）
と
い
う
。
こ
の
発
言
か
ら
、内
閣
側
は
軍
事
秘
密
漏
洩
問
題
で
の
配
慮
は
し
た
も
の
の
、
帷

帳
上
奏
問
題
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

（
‐４
）

前
掲

『
元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
ご

四
五
頁
。

（
‐５
）

本
文
中
の

「国
防
」
及
び

「
兵
事
二
要
ス
ル
土
地
」
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。
ま
ず

「国
防
」
要
地
は
、
お
も
に
砲
台
や
城
砦
、

水
雷
設
置
場
所
な
ど
の
軍
事
用
地
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「兵
事
」
要
地
は
、
練
兵
場
、
鎮
台

・
鎮
守
府
、
士
官
学
校
な
ど
の
施
設
用
地
を

意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「国
防
ノ
字
ハ

（中
略
）
矢
張
り
砲
台
城
砦
水
雷
設
置
所
等
二
止
マ
リ
テ
其
区
域
極
メ
テ
狭
シ
兵
事

二
要
ス
ル
土
地
卜
云

ヘ
ル
ハ
練
兵
場
又
ハ
鎮
台
及
鎮
守
府
等
ヲ
指
ス
ニ
在
り
」
（第
二
読
会
で
の
山
脇
玄
内
閣
委
員
の
説
明
、
前
掲

『元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
こ

四
八
頁
）。

（
‐６
）

こ
の
修
正
に
つ
い
て
は
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
便
宜
の
た
め
、
ま
ず
関
連
す
る
第
二
条
の
修
正
か
ら
説
明
し
よ
う
。
原
案
第
二
条
は
、
そ

の
第
二
項
に

「勅
令
」
の
語
句
が
挿
入
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
。

前
条
ノ
エ
事
ノ
為
メ
土
地
ヲ
収
用
又
ハ
使
用
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
起
業
者
ハ
エ
事
計
画
書
並
図
面
ヲ
製
シ
地
方
長
官
二
差
出
ス
ヘ
シ

地
方
長
官
ハ
其
計
画
フ
審
査
シ
内
務
大
臣
二
具
申
シ
内
務
大
臣
ハ
之
ヲ
閣
議
二
提
出
ス
ヘ
シ
但
計
画
ノ
認
定
二
関
シ
法
律

〔
勅
令

〕
二
別

二
規
定

ア
ル
モ
ノ
ハ
各
其
条
規
二
依
ル

原
案
第
二
条
に
よ
れ
ば
、
別
に
法
律
に
規
定
の
あ
る
も
の
は
内
閣
の
事
業
認
定
か
ら
除
外
さ
れ
る
が
、
「国
防
」
目
的
の
収
用
は

「陸
海
軍
主
務
長
官

ヨ
リ
直
二
勅
裁
ヲ
得
ル
モ
ノ
」
で
あ
っ
て
法
律
に
規
定
を
有
し
な
い
か
ら
、
但
書
の
適
用
除
外
を
受
け
な
い
。
そ
こ
で
修
正
案
は
原
案
第
二
条
第
二
項

の
但
書
に

「勅
令
」
の
二
字
を
加
へ
て

「国
防
」
目
的
の
収
用
を
包
含
さ
せ
、
内
閣
の
事
業
認
定
か
ら
除
外
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
渡

邊
清
議
官
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「法
律
二
別
二
規
定
ア
ル
モ
ノ
」
云
云
ノ
場
合
ハ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
ト
言
フ
ニ
私
設
鉄
道
条
例
ノ
如
キ
認
定
ノ
仕
方
ノ
変
リ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
言
ヒ

シ
ナ
ル
可
シ
然
ラ
ハ
国
防
上
ノ
砲
台
城
砦
ノ
コ
ト
ハ
如
何
卜
云
フ
ニ
此
事
ハ
第
二
条
ノ
但
書
中

二
加

ハ
リ
居
ラ
サ
ル
フ
以
テ

「
法
律
」

ノ
下

ニ

「勅
令
」
ノ
ニ
字
フ
加
ヘ
テ
国
防
上
二
関
シ
テ
ノ
手
続
ハ
陸
海
軍
主
務
長
官
ヨ
リ
直
二
勅
裁
ヲ
得
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
包
含
セ
シ
メ
タ
リ

（
前
掲



『元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
と

四
六
頁
）

そ
の
上
で
こ
の
修
正
第
二
条
第
二
項
但
書
は
原
案
第
二
条
に
移
さ
れ
、
条
文
構
成
の
整
理
が
は
か
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
第
二
条
は
本
文
中
の
条
文

の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
第
二
条
の
但
書
に
よ
っ
て
内
閣
の
事
業
認
定
か
ら
除
外
さ
れ
た
の
は
、
第

一
号
の

「国
防
其
他
兵
事
二
要
ス
ル
土
地
」
の
う
ち

「
国
防
」
目

的
の
土
地
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「国
防
」
以
外
の

「兵
事

二
要
ス
ル
土
地
」
に
つ
い
て
は
内
閣
の
事
業
認
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
‐７
）

三
浦
安
議
官
に
よ
れ
ば
、
「第
二
条
但
書
ハ
前
修
正
ノ
意
味
卜
異
ナ
ル
ナ
キ
モ
参
謀
本
部
ノ
職
制
及
戒
厳
令
等
ヲ
閲
ス
ル
ニ
国
防
ノ
為
メ
ニ
収
用
ス
ル

仕
方

ハ
何
二
拠
テ
ス
ル
カ
分
明
ナ
ラ
ス
詰
り
此
等
ノ
現
行
法
ハ
一
変
セ
ネ
ハ
ナ
ラ
ヌ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
此
所
モ
矢
張
ボ
ン
ヤ
リ
ト
書
テ
法
律

ニ
テ
ス
ル
ト
モ

勅
令

ニ
テ
ス
ル
ト
モ
言
ヒ
露

ハ
サ
ヌ
コ
ト
ゝ
セ
リ
」
と
い
う

（前
掲

『元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
と

一
〓
〓
～

一
三
二
頁
）。

（
‐８
）

現
行

「
公
用
土
地
買
上
規
則
」
の
も
と
で
は
、
既
に

一
八
七
五

（明
治
八
）
年

一
一
月

一
七
日
太
政
官
第

一
九
八
号
達
に
よ
り

「鉄
道
用
地
」
「
開
拓

使
用
地
」
と
と
も
に

「陸
軍
省
所
轄
存
城
地
」
に
つ
い
て
は

「
当
分
」
の
間

「該
省
限
り
処
分
」
が
認
め
ら
れ
て
い
た

（前
掲
拙
稿

「
一
八
七
五

（
明

治
八
）
年
公
用
土
地
買
上
規
則
の
成
立
と
展
開
」
三
二
八
頁
参
照
）
。
そ
れ
故
、
元
老
院
議
定
案
は
、
帷
幌
上
奏
慣
行
の
確
立

（注

（
９
）
を
参
照
）
と

い
う
時
代
状
況
を
背
景
に
、
本
来
暫
定
的
な
手
続
で
あ
っ
た
も
の
を
永
続
的
な
制
度
と
し
た
確
定
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
興
味
深
い
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。　
一
八
八
八
八
同
二

一
）
年
東
京
府
小
林
為
文
よ
り
東
京
府
知
事
を
相
手
取

っ
て

提
起
さ
れ
た

「御
買
上
地
処
分
不
服
ノ
詞
訟
」
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
で
の
原
告
の
主
張
は
、
「陸
軍
省
所
用
」
の
た
め
に
原
告
の

「所
有
地
ヲ
買
上
ル
』己

の
達
が
出
さ
れ
た
が
、
「公
用
土
地
買
上
規
則
」
に
よ
れ
ば

「買
上
」
の
手
続
は

「
必
ス
其
処
分
ノ
一
途

二
出
ツ
ヘ
キ
」
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

原
告
は

「引
払
ノ
督
責
ハ
鎮
台
ヨ
リ
之
ヲ
為
ス
等
両
途
ノ
処
分
」
を
受
け
た
と
い
う
。
そ
れ
故
原
告
は
、
数
度
の
上
申
を

「
一
切
之
ヲ
聞
入
レ
」
て
も

ら
え
ず

「低
価
ヲ
以
テ
買
上
」
げ
ら
れ
た
こ
と
と
併
せ
て
、
「被
告
越
権
ノ
所
為
」
を
主
張
し
提
訴
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
訴
訟
の
詳
細

は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
は
、
同
年

一
月

一
三
日
法
制
局
指
令
に
よ
っ
て
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
た

（以
上
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵

『
公
文

雑
纂
』
二
九

・
司
法
省
二
〇

・
六
）
が
、
そ
の
後
訴
の
取
り
下
げ
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
『行
政
裁
判
所
判
決
録
』
の
中
に
該
当
す
る
訴
訟
を
見
い
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。

（
‐９
）

渡
邊
清
議
官
は
修
正
の
趣
旨
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
第
四
条
に

「
一
項
ヲ
加
ヘ
シ
ハ
陸
軍
省
ノ
請
求
二
出
テ
シ
コ
ト
ニ
テ
国
防
上

ノ
事

二
付
テ
ハ
内
国
ハ
姑
ク
措
キ
外
国
二
対
シ
テ
ハ
之
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ヲ
得
サ
ル
コ
ト
随
分
之
ア
ラ
ン
然
ル
ニ
官
報
フ
以
テ
公
告
ス
ル
ト
キ
ハ
外
国
人

モ
直

二
之
フ
知
ル
ヲ
得
ル
カ
故
二
公
告
ス
ル
コ
ト
ハ
甚
夕
好
マ
シ
カ
ラ
ス
ト
ス
且
又
我
国
ノ
国
防
ハ
甚
夕
不
備
ト
モ
不
具
卜
そ
言
ヒ
様
ノ
無
キ
ホ
ド
不

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（
２

●
完
）

二
三
七



法
経
研
究
四
〇
巻
三

・
四
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二
八

完
全
ニ
シ
テ
耽
カ
シ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
欧
米
各
国
ノ
如
ク
之
ヲ
見
ヨ
ト
言
ハ
ヌ
計
リ
ニ
手
ブ
振
り
肩
ヲ
聟
カ
ス
様
ナ
コ
ト
ハ
欲
セ
サ
ル
ナ
リ
因
テ
成
ル
可

ク
外
国
二
知
レ
渡
ラ
ヌ
様

ニ
シ
タ
シ
ト
ノ
主
旨
ヨ
リ
公
告
ノ
例
二
依
ラ
ス
主
務
大
臣
ヨ
リ
地
方
長
官
二
通
知
シ
地
方
長
官
ヨ
リ
其
土
地
所
有
者
及
ヒ
関

係
人
二
通
知
ス
ヘ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
為
シ
タ
リ
此
事
二
就
テ
ハ
委
員
中
二
於
テ
格
別
要
用
ニ
ア
ラ
サ
ル
可
ク
且
又
着
手
シ
タ
ル
上

ハ
誰

ニ
モ
知
レ
渡
ル

コ
ト
ユ
エ
隠
ス
ニ
モ
及
ハ
サ
ル
可
シ
ト
ノ
説
ア
リ
タ
レ
ト
モ
外
国
二
知
レ
テ
万

一
軍
事
上
ノ
瑳
映
デ
モ
来
ス
如
キ
コ
ト
ア
リ
テ
ハ
悔
ル
モ
及

ハ
サ
ル
フ

以
テ
斯
ク
為
シ
タ
リ
」
（前
掲

『
元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
こ

四
六
頁
）
。

（
２０
）

原
案
第
八
条
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
。

工
事
ノ
計
画
及
収
用
又
ハ
使
用
ス
ヘ
キ
土
地
ノ
区
域
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
起
業
者
ハ
エ
事
ノ
仕
様
書
並
図
面
及
損
失
補
償
金
額
見
積
書
ヲ
所
有
者

及
関
係
人
二
示
シ
協
議
ヲ
遂
ク
ヘ
シ
若
シ
協
議
調
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
各
市
町
村
別
二
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
シ
右

二
掲
ケ
タ
ル
書
類
卜
共

二
地
方
長
官

ニ

差
出
シ
土
地
収
用
審
査
委
員
会
ノ
裁
決
ヲ
請
ヘ
シ

但

霊
理
損
ノ
エ
事

〕
政
府
ノ
起
業
二
係
ル
ト
キ
ハ
主
務
大
臣
ヨ
リ
仕
様
書
其
他
ノ
書
類
ヲ
地
方
長
官

二
送
付
シ
土
地
収
用
審
査
委
員
会
ノ
裁
決
ヲ

求
ム
ヘ
シ
〔
但
国
防
上
ノ
用
地
二
関
シ
テ
ハ
其
区
域
及
損
失
補
償
金
額
見
積
書
ヲ
示
シ
仕
様
書
及
図
面
ヲ
添
フ
ル
フ
要
セ
ス
〕
（以
下
略
）

（
２‐
）

前
掲

『
元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
こ

四
七
頁
。

（
２２
）

前
掲

『
元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
と

六
〇
頁
。

（
２３
）

前
掲

『
元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
こ

六
五
頁
。

（
２４
）

前
掲

『
元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
こ

六
九
頁
。

（
２５
）

「東
京
市
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
則
」
貧

八
八
九
年

一
月
二
八
日
勅
令
第
五
号
）
の
条
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

東
京
市
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
則

第

一
条
　
市
区
改
正
二
要
ス
ル
官
有
地
ハ
無
料
ニ
テ
供
用
セ
シ
メ
其
地
二
属
ス
ル
官
有
ノ
建
物
植
物
等

ハ
無
料
ニ
テ
交
付
ス
ヘ
シ

（但
書
省
略
）

民
有
地
及
其
地
二
属
ス
ル
民
有
ノ
建
物
植
物
又
ハ
官
有
地
二
在
ル
民
有
ノ
建
物
植
物
等
ハ
東
京
府
知
事
其
所
有
者
卜
協
議
ノ
上
相
当
ノ
代
価
又

ハ

移
転
料
ヲ
償
却
ス
ヘ
シ

若
シ
協
議
調
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
双
方
ヨ
リ
評
価
人
各
一
人
ヲ
出
シ
評
価
セ
シ
メ
東
京
府
知
事
之
二
意
見
ヲ
付
シ
内
務
大
臣
ノ
決
ヲ
請
ヒ
之
ヲ
定
ム
ヘ

シ
第
二
条
　
市
区
改
正
ノ
為
メ
民
有
地
買
上
ノ
場
合
二
於
テ
一
宅
地
ヲ
為
ス
ニ
足
ラ
サ
ル
残
余
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ハ
併
セ
テ
之
ヲ
買
上
ク
ヘ
シ



第
二
条
　
市
区
改
正
二
関
シ
不
用
二
帰
シ
タ
ル
土
地

一
宅
地
ヲ
為
ス
ニ
足
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
曇
二
公
用
土
地
買
上
規
則
又
ハ
本
則
第

一
条

二
依
り
買
上
タ

ル
モ
ノ
ハ
原
価
ヲ
以
テ
特

二
旧
所
有
者
二
払
下
ヘ
シ
若
シ
旧
所
有
者
之
ヲ
買
受
ル
コ
ト
フ
欲
セ
サ
ル
カ
又
ハ
旧
所
有
者
ナ
キ
モ
前
項
土
地

一
宅
地

ヲ
為
ス
ニ
足
ル
モ
ノ
ハ
其
接
続
地
ノ
所
有
者
之
ヲ
買
受
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
若
シ
其
所
有
者
之
フ
買
受
ル
コ
ト
フ
欲
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
東
京
府
知
事

ハ

第

一
条
二
依
り
其
接
続
地
及
建
物
植
物
等
ヲ
買
上
ク
ヘ
シ

第
四
条
　
東
京
府
知
事
ハ
内
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
市
区
改
正
二
要
ス
ル
土
地
二
属
ス
ル
建
物
新
築
増
築
改
築
ノ
制
限
ヲ
規
定
シ
之
ヲ
告
示
ス
ヘ
シ

其
制
限
内
卜
雖
モ
新
築
増
築
改
築
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
予
メ
東
京
府
知
事
ノ
認
可
フ
受
ク
ヘ
ツ
東
京
府
知
事
ハ
設
計
着
手
ノ
都
合

二
依
り
之
ヲ
認

可
セ
サ
ル
コ
ト
フ
得

（以
下
略
）

第
五
条
　
土
地
建
物
植
物
等
ノ
売
却
代
金
ハ
市
区
改
正
ノ
費
用
二
充
ツ
ヘ
シ

（
２６
）

「東
京
市
区
改
正
条
例
」
（
一
八
八
八
年
八
月

一
七
日
勅
令
第
六
二
号
）
及
び
東
京
市
区
改
正
事
業
に
関
し
て
は
、
藤
森
照
信

『
明
治
の
東
京
計
画
』

岩
波
書
店
、　
一
九
八
二
年

（
一
九
九
〇
年
に
岩
波
書
店

〈同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〉
と
し
て
再
刊
行
）、
御
厨
貴

『首
都
計
画
の
政
治
』
山
川
出
版
社
、

一
九
八
四
年
、
石
田
頼
房

『
日
本
近
代
都
市
計
画
の
百
年
』
自
治
体
研
究
社
、　
一
九
八
七
年
、
石
塚
裕
道

『
日
本
近
代
都
市
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九

一
年
、
等
を
参
照
。

（
２７
）

石
田
前
掲
書
、
七
〇
～
七

一
頁
。

（
２８
）

「東
京
市
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
則
」
は
、
元
老
院
に
と
っ
て

「因
縁
」
の
深
い
勅
令
で
あ
っ
た
。
同
規
則
は
、
元
老
院
議
定
の
際
、
元
老
院
の

審
議
に
大
き
な
紛
糾
を
招
い
た
勅
令
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
規
則
の
政
府
原
案

「東
京
市
区
改
正
土
地
建
物
処
分
法
」
案
は

一
八
八
八

（
明
治
二

一
）
年

一
二
月
五
日
元
老
院
の
議
定
に
付
さ
れ
た
が
、
元
老
院
の
反
応
は
当
初
か
ら
厳
し
く
、
加
藤
弘
之
議
官
か
ら
廃
案
説
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
激
し

い
批
判
が
展
開
さ
れ
た
。
結
局
、
大
幅
な
修
正
を
受
け
、
よ
う
や
く

一
ケ
月
余
後
に
議
決
を
み
る
に
至
っ
た
。
同
規
則
の
詳
し
い
審
議
経
過
の
検
討
は

小
論
の
課
題
で
は
な
い
の
で
、
必
要
な
限
り
で
修
正
の
要
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
元
老
院
で
の
修
正
は
、
要
す
る
に

「東
京
市
区
改
正
土
地
建
物
処

分
規
則
」
を
形
式
的
か
つ
実
質
的
に

「公
用
土
地
買
上
規
則
」
と
は
別
個

・
独
立
の
法
規
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
政
府
原
案
が

民
有
地
の
収
用
価
格
の
基
準
を

「
公
用
土
地
買
上
規
則
」
を
準
用
し
て

「券
面
地
価
主
義
」
を
採
用
し
、
か
つ
そ
の
他
の
手
続
も
同
規
則
を
準
用
し
た

の
に
対
し
て
、
元
老
院
議
定
案
は

「
公
用
土
地
買
上
規
則
」
の
準
用
を
い
っ
さ
い
排
し
、
収
用
価
格
を

「相
当
地
価
主
義
」
に
改
め
た
。
ま
た
、
「
公
用

土
地
買
上
規
則
」
や
政
府
原
案
に
見
ら
れ
な
い
新
し
い
都
市
計
画
手
法

（残
地
収
用
や
超
過
収
用
）
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
『
元
老
院
会
議
筆
記

（後

期
第
二
三
巻
ご

元
老
院
会
議
筆
記
刊
行
会
、　
一
九
八
八
年
、
七
七
～
二
四
〇
頁
、
石
日
前
掲
書
、
六
八
頁
以
下
を
参
照
。

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（
２

●
完
）

二
二
九



法
経
研
究
四
〇
巻
三
・
四
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一四
〇

（２９
）

山
脇
玄
内
閣
委
員
に
よ
れ
ば
、
調
査
委
員
の
「
調
査
中
二
内
務
省
二
於
テ
此
二
規
則
ハ
別
段
二
行
ハ
ル
ゝ
様
ニ
シ
テ
貰
ハ
ネ
ハ
困
ル
ト
ノ
説
モ
ア
リ

テ
斯
ノ
如
ク
ナ
リ
シ
ナ
リ
」
と
い
う

（前
掲

「
冗
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
と

一
一
一六
～

一
二
七
頁
）。
結
局
、
法
制
局
案
に
お
け
る

「
東
京

市
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
則
」
の
廃
止
規
定
は
、
内
閣
ｏ
内
務
省
の
積
極
的
な
政
策
意
図
に
出
た
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
立
法
技
術
上
の
過
失
に

過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

前
掲

『元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
と
一
三
二
～
三
四
頁
。

前
掲

『
元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
と
一
二
一
～

一
二
三
頁
。

本
文
で
触
れ
た
以
外
で
元
老
院
議
定
案
の
主
要
な
修
正
点
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
第

一
に
、
買
戻
権

（「土
地
収
用
令
」
案
の

「先
買
権
し

に
つ
い
て
、

権
利
発
生
の
要
件
を
土
地
の

「不
用
」
と
い
う
客
観
的
な
事
実
の
み
と
し
、
起
業
者
の
売
却

・
譲
与
の
意
思
と
い
う
主
観
的
な
要
件
を
排
除
し
た
。
第

二
に
、
そ
の
場
合
の
買
戻
価
格
を
明
文
を
も
っ
て

「
原
価
」
と
し
た
、
な
ど
で
あ
る
。

（
３３
）

前
掲

『元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
三
五
巻
こ

五
三
～
五
四
頁
。

（
３４
）

前
掲

『元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
巻
こ

五
四
頁
。

（
３５
）

前
掲

『
元
老
院
会
議
筆
記

（後
期
第
二
五
一巻
こ

五
一
頁
。

七
　
む
す
び

０

「公
用
上
地
買
上
規
則
」
に
代
わ
る
新
し
い
土
地
収
用
法
の
立
法
作
業
は
、　
一
八
八
四

（明
治
一
七
）、
八
五

（同

一
八
）
年
頃
か
ら
開

始
さ
れ
た
。
そ
の
作
業
過
程
に
お
い
て
、
「収
地
規
則
」
案
な
ど
法
案
の
起
草
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
欧
米
土
地
収
用
立
法
の
調
査
作
業
が

行
わ
れ
た
。
後
者
に
つ
い
て
井
上
毅
が
関
与
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
作
業
を
経
て
、

一
八
八
八

（同
二
一
）
年
前
半
内
務
省

「土
地
収
用
令
」
案
が
完
成
し
た
。
内
務
省
案
は
、
部
分
的
な
修
正
を
加
え
て
は
い
る
も
の
の
、
プ
ロ

32 31 30



イ
セ
ン
法
の
基
本
構
造
を
忠
実
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
年
五
月
八
日
内
閣
に
提
出
さ
れ
た
内
務
省
案
は
法
制
局
に
よ
る
き
わ
め
て
大
胆
な
修
正
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
法

制
局
は
内
務
省
案
に
大
幅
な
修
正
を
加
え
る
と
と
も
に
、
新
た
に
名
称
を

「土
地
収
用
法
」
案
と
し
た
。
こ
の
法
制
局

「土
地
収
用
法
」
案
で

は
、
第

一
に
、
事
業
認
定
手
続
の
簡
略
化
が
図
ら
れ
、
原
案
の

「勅
令

・
省
令
」
主
義
が

「閣
議
決
定
」
方
式

へ
と
改
め
ら
れ
た
。
第
二
に
、

「計
画
決
定
」
と

「
賠
償
金
額
決
定
」
の
二
段
階
の
決
定
手
続
が

「収
用
」
手
続
と
い
う

一
つ
の
手
続
に
統
合
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
内
務
省
案

の
基
本
構
造
は
大
幅
に
簡
略
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
修
正
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
法
の
ひ
き
写
し
と
も
い
う
べ
き
内
務
省
案
を
当
時
の
実

務
状
況
に
よ
り
適
合
的
な
も
の
へ
変
更
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
優
れ
て
官
僚
主
義
的
な
修
正
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
加
え
て
第
二
に
、
法
の
目
的
と
す
る

「
公
共
性
」
の
内
容
が
大
幅
な
変
容
を
蒙
っ
た
。
内
務
省
案
の
社
会
公
共
目
的
重
視
の

「
公
共
性
」

は
、
法
制
局
案
の
軍
事

。
国
家
目
的
重
視
の

「公
共
性
」
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
法
制
局
案
は
軍
事
的

・
国
家
的
性
格
を
著
し
く

強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
法
制
局
案
は
、
内
務
省
案
と
比
較
し
て
、
官
僚
主
義
的
か
つ
軍
事
的

ｏ
国
家
的
性
格
の
色
濃
い
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う

ち
法
制
局
案
の
軍
事
的
性
格
は
、
元
老
院
議
定
案
に
よ
っ
て
よ
り

一
層
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
法
制
局
案
は
、　
一
八
八
九

（同
三
二
）
年
二
月
の
閣
議
決
定
を
経
て
、
同
年
四
月
二
七
日
元
老
院
の
議
定
に
付
さ
れ
た
が
、
元
老
院
で
の
審
議
は
法
制
局
案
の
基
本
構
造

を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
承
認
し
つ
つ
、
他
方
で
部
分
的
か
つ
重
要
な
修
正
を
加
え
た
。
そ
れ
が

「
国
防
」
目
的
の
収
用
に
関
す
る
法
の
適
用
除
外
で

あ
る
。
第

一
に
、
事
業
認
定
に
お
い
て
帷
帳
上
奏
権
が
容
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
国
防
」
目
的
の
収
用
は
内
閣
の
事
業
認
定
を
必
要
と

せ
ず
、
参
謀
本
部
長
と
軍
部
大
臣
の
帷
帳
上
奏
事
項
と
し
て
直
ち
に
天
皇
の
裁
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、

軍
事
機
密
保
護
へ
の
配
慮
が
加
え
ら
れ
た
。
「
国
防
」
目
的
の
収
用
に
限

っ
て
、
事
業
認
定
後
の
公
告
手
続
が
省
略
さ
れ
、
ま
た
起
業
者
と
所

有
者

・
関
係
人
と
の
収
用
協
議
に
お
い
て

「仕
様
書
」
「図
面
」
の
添
付
が
不
要
と
さ
れ
た
。

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
●
完
）

二
四

一



法
経
研
究
四
〇
巻
三
・
四
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一四
二

か
か
る
元
老
院
議
定
案
は
同
年
七
月

一
日
内
閣
に
回
付
さ
統
ギ

内
閣
の
承
認
と
天
皇
の
裁
可
を
経
て
、
七
月
二
〇
日
法
律
第

一
九
号
と
し
て

公
布
さ
れ
た
。
））
」
に
公
布
さ
れ
た
土
地
収
用
法
の
基
本
構
造
は
、　
一
九
〇
〇

（同
三
三
）
年
新

「土
地
収
用
法
」
制
定
、　
一
九
二
七

（昭
和

三
）
年
改
正
な
ど
を
経
て
、　
一
九
五
二

（同
二
六
）
年

「土
地
収
用
法
」
の
制
定
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
同
法
の
制
定

は
近
代
収
用
制
度
の
基
本
構
造
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

②
こ
こ
で
一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
二
月

一
一
日
に
公
布
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
と
土
地
収
用
法
の
制
定
と
の
関
連
に
つ
い
て
触
れ
て

お
き
た
い
。
「大
日
本
帝
国
憲
法
」
の
枢
密
院
諮
詢
案
が
枢
密
院
に
提
出
さ
れ
た
の
は
、　
一
八
八
八

（同
二

一
）
年
五
月
八
日
で
あ
る
。
く
し

く
も
こ
の
日
、
内
務
省

「土
地
収
用
令
」
案
が
内
閣
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
枢
密
院
諮
詢
案
の
う
ち
第
二
七
条
の
所
有
権
条
項
が
初
め
て
枢

密
院
の
審
議
に
付
さ
れ
た
の
は
、
同
年
六
月
二
七
日
の
第

一
審
第
二
読
会
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
読
会
で
は
諮
詢
案
の
説
明
も

な
く
議
論
も
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
原
案
が
可
決
さ
れ
て
し
ま
っ
ゎ
″

従

っ
て
、
所
有
権
条
項
の
審
議
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た

だ
、
政
府
が
枢
密
院
に
提
出
し
た
い
わ
ゆ
る

「憲
法
説
明
書
」
に
よ
っ
て
立
法
趣
旨
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
だ
け
で
あ
る
。
「
憲
法
説
明
書
」

は
第
二
七
条
第
二
項
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
和
ァ

次
項
、
公
益
ノ
為
ニ
ハ
、
各
民
ノ
承
諾
ヲ
問
ハ
ス
シ
テ
其
ノ
私
産
ヲ
割
テ
以
テ
需
要
二
応
セ
シ
ム
。
此
レ
即
チ
版
土
統
治
ノ
主
権
二
原
因

ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
憲
法
之
ヲ
認
許
シ
、
而
シ
テ
其
ノ
条
則
ノ
制
定

ハ
之
ヲ
法
律
二
属
シ
タ
リ
。
蓋
、
公
益
供
用
ノ
処
分
二
付
要
件
ト
ス

ル
所
ニ
ツ
ア
リ
。
第

一
、
公
益
ノ
必
要
ハ
政
府
ヨ
リ
之
ヲ
宣
告
ス
。
第
二
、
其
ノ
私
産

二
対
シ
相
当
ノ
賠
償
ヲ
付
ス
。
是
レ
立
法
上
欠
ク

ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
標
準
ナ
リ
。
其
ノ
他
軍
用
徴
発
ノ
類

ハ
別
二
既
二
法
律
ア
リ
。
要
ス
ル
ニ
所
有
権
ブ
制
限
ハ
人
身
自
由
ノ
制
限
卜
共
二
、

必
法
律
ヲ
以
テ
制
定
ス
ル
ヲ
要
シ
、
而
シ
テ
命
令
ノ
範
囲
ノ
外
二
在
ル
ハ
又
憲
法
ノ
証
明
ス
ル
所
ナ
リ
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
二
七
条
第
二
項
は
所
有
権
の
制
限
は
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
る
と
い
う
法
治
主
義
の
原
則
と
と
も
に
、
政
府
に
よ
る

「
公
益
宣
生
巳

（行
政
府
に
よ
る
事
業
認
定
）
及
び
相
当
補
償
の
原
則
を
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
土
地
収
用
法
の
制
定
に



当
た
り
、
憲
法
上
の
原
則
と
さ
れ
た
の
は
こ
れ
ら
三
点
で
あ

っ
な
ぶ

こ
の
よ
う
な
帝
国
憲
法
第
二
七
条
第
二
項
の
成
立
が
、
土
地
収
用
法
の
制

定
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
が
、
内
務
省

「
土
地
収
用
令
」
案
、
法
制
局

「
土
地
収
用
法
」
案
、
元

老
院
議
定
案
と
も
に
こ
れ
ら
三

つ
の
要
件
を
備
え
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
本
稿
で
は

一
八
八
九

（同
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程
の
考
察
に
課
題
を
限
定
し
た
た
め
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
広
い
意
味

で
は
、
同
法
の
立
法
過
程
は
以
上
を
も

っ
て
完
結
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
翌

一
八
九
〇

（同
二
三
）
年
土
地
収
用
協
議
会
規
則
の
制
定
を
待

っ

て
初
め
て

一
つ
の
完
結
し
た
収
用
制
度
と
し
て
確
立
す
る
。
そ
れ
故
同
規
則
の
制
定
過
程
の
考
察
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ

ら

一
連
の
法
制
度
の
も
と
で
法
が
如
何
に
運
用
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
考
察
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
別
稿
に
委
ね
た
い
。

（
１
）

「公
用
土
地
買
上
規
則
改
正
之
件
」
、
『公
文
類
衆
』
第

一
三
編
第
五
〇
巻
。

（２
）

稲
田
前
掲
書
、
六
四
〇
、
六
四
一
頁
、
清
水
前
掲
書
、
二
四
三
頁
。

（
３
）

清
水
前
掲
書
、
五
二
九
頁
。

（４
）

と
こ
ろ
で
所
有
権
の
制
限
と
は
い
っ
て
も
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
目
的

・
内
容
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
【表
①
】
を
見
て
み
よ
う
。

初
期
の
帝
国
憲
法
草
案
を
見
る
と
、
所
有
権
制
限
の
規
定
に
は
二
通
り
あ
る
。
第

一
に
、
所
有
権
制
限
の
目
的
を

一
般
的
に

「
公
益
処
分
」
の
た
め
と

規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
具
体
的
か
つ
限
定
的
に

「所
有
ノ
徴
収

〔
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ヤ
チ
ヨ
ン
〕
」
や

「地
所
買
上
」
な
ど
と
規
定
す
る

も
の
で
あ
る
。
前
者
は
井
上
毅
起
草
の

「甲
案
」
「乙
案
」
な
ど
に
み
ら
れ
、
後
者
は
ロ
エ
ス
レ
ル
起
草
の

「
日
本
帝
国
憲
法
草
案
」
に
見
る
こ
と
が
出

来
る
。
実
は
、
こ
の
二
通
り
の
規
定
方
法
は
、
意
味
内
容
の
差
異
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
相
違
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
草
案
を
掛

酌
し
て
作
成
さ
れ
た

一
八
八
七

（明
治
二
〇
）
年
八
月

「夏
島
草
案
」
の
完
成
後
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
「夏
島
草
案
」
は
所
有
権
制
限
の
目
的
を

「
公

同
資
益
ノ
為
メ
」
と
規
定
し
た
が
、
こ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
収
用
を
意
味
し
て
い
る
。
我
々
は
そ
れ
を

「夏
島
草
案
」
に
対
す
る
意
見
書
と
し
て
書
か
れ

た
井
上
毅

「逐
条
意
見
」
（伊
東
巳
代
治
文
書
）
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、

所
有
権
ノ
解
釈
付
テ
ハ
英
国
学
者
卜
仏
国
学
者
ト
ノ
間
二
差
異
ア
ル
フ
見
ル
即
チ
羅
馬
法
卜
日
耳
曼
プ
慣
習
ト
ノ
間
二
差
異
ア
ル
ナ
リ
故
二
公
同

資
益
ノ
場
合
ノ
外
二
所
有
権
ハ
働
法
律
ノ
制
限
フ
受
ク
ル
者
ア
リ
即
チ
兵
事
徴
発
又
ハ
警
察
又
ハ
勧
業
行
政
ノ
為
二
所
有
物
使
用
ノ
制
限
ア
ル
是

一
八
八
九

（明
治
二
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
●
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一四
三



法
経
研
究
四
〇
巻
三

・
四
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一四
四

ナ

リ
本
条
二
公
同
資
益

（
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
）
ノ
場
合
ノ
外
ハ
所
有
権
ヲ
以
テ
完
全
絶
対
的
ノ
物
ト
ナ
ス
カ
如
シ
是
レ
或

ハ
仏
国
学
説
ノ
案

臼
二
落
ル
ノ
嫌
ア
ラ
ン
欺

こ
こ
で
は
、
「公
同
資
益
」
の
用
語
は

「
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン

（ｏ
Ｘ
づ
け
ｏ
「
Ｆ
一いｏ
じ
」
す
な
わ
ち
収
用
と
同
義
の
言
葉
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「夏
島
草
案
」
は
、
ロ
エ
ス
レ
ル
案
と
同
様
、
所
有
権
制
限
の
目
的
を
収
用
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
井
上
毅

「逐
条
意
見
」
が
批
判
し
よ
う
と
し
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ

っ
た
。
前
引

「逐
条
意
見
」
に
よ
れ
ば
、
井
上
毅
の
批
判
は
、
要
す
る

に

「夏
島
草
案
」
が
所
有
権
制
限
の
目
的
を
収
用
に
限
定
し
て
い
る
点
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「羅
馬
法
」
に
依
拠
す
る

「仏
国
学
説
」
に
な
ら

い
所
有
権
制
限
の
範
囲
が
狭
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
八
八

（明
治
二

一
）
年
二
月
の

「
二
月
草
案
」
以
後
は
、

一
般
的
に

「
公
益
ノ
為
」
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ま
ま

「
大
日
本
帝
国

憲
法
」
第
二
七
条
と
し
て
公
布
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
コ
一月
草
案
」
以
後
の
規
定
、
そ
し
て

「大
日
本
帝
国
憲
法
」
第
二
七
条
は
、
井
上
毅

の

「
逐
条
意
見
」
の
趣
旨
を
採
用
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ロ
エ
ス
レ
ル
草
案
や

「夏
島
草
案
」
の
趣
旨
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
憲
法
制
定
者
の
意
思
を
確
認
す
べ
き
明
確
な
資
料
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
例
え
ば
、
伊
藤
博
文
編

『帝
国
憲
法
義
解
』
（国
家
学
会
、　
一
八
八
九

年
）
は
わ
ず
か
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。

公
共
利
益
ノ
為

二
必
要
ナ
ル
ト
キ
ハ
各
個
人
民
ノ
意
向
二
反
シ
テ
其
ノ
私
産
ヲ
収
用
シ
以
テ
需
要
二
応
セ
シ
ム
此
レ
即
チ
全
国
統
治
ノ
最
高
主
権

二
根
拠
ス
ル
者

ニ
シ
テ
而
シ
テ
其
ノ
条
則
ノ
制
定
ハ
之
ヲ
法
律
二
属
シ
タ
リ
蓋
公
益
収
用
処
分
ノ
要
件
ハ
其
ノ
私
産

二
対
シ
相
当
ノ
賠
償
ヲ
付
ス

ル
ニ
在
り
而
シ
テ
必
法
律
ヲ
以
テ
制
定
ス
ル
フ
要
シ
命
令
ノ
範
囲
ノ
外

二
在
ル
ハ
又
憲
法
ノ
証
明
ス
ル
所
ナ
リ

（五
〇

，
五

一
頁
）

そ
こ
で
憲
法
起
草
作
業
に
関
わ
っ
た
当
事
者
の

一
人
で
あ
る
伊
東
巳
代
治
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
彼
の
著

『大
日
本
帝
国
憲
法
術
義
』
（伊
東
巳
代

治
文
書
、　
一
九
四

一
年
刊
行
）
は
、
第
二
七
条
第
二
項
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

（
一
一
五
頁
以
下
）。

本
条
第
二
項
二
拠
レ
バ
此
等
公
益
ノ
為
必
要
ナ
ル
処
分

ハ
必
ズ
法
律
ヲ
以
テ
定
メ
ラ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
然
モ
此

二
所
謂
処
分

ニ
ハ
前
文

二
説
述
シ

タ
ル
警
察
処
分
ヲ
加
ヘ
ズ
若
シ
之
ヲ
モ
法
律
ヲ
以
テ
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
セ
バ
憲
法
第
九
条
ノ
天
皇
ノ
大
権
ノ
条
規

二
抵
触

ス
ベ
シ
、

各
国
政
府
ノ
慣
行
亦
現
二
之
フ
相
分
セ
リ
加
之
警
察
命
令
ノ
及
ボ
ス
範
囲
ハ
概
ネ

一
地
方
二
止
ル
フ
以
テ
明
カ
ニ
法
律
ト
シ
テ
発
布
ス
ベ
キ
モ
ノ

ニ
ア
ラ
ズ
故
二
本
条
二
規
定
ス
ル
公
益
′
為
必
要
ナ
ル
処
分
ト
イ
フ
ハ
一
般
臣
民
ノ
所
有
権
ヲ
制
限
ス
ル
処
分
ワ
指
セ
ル
ハ
明
カ
ナ
リ
然
ド
モ
各

国
憲
法
ハ
此
ノ
場
合
二
於
テ
概
ネ
私
産
収
用
ノ
一
点
二
就
テ
ノ
ミ
規
定
ヲ
立
テ
広
ク
其
ノ
他
二
渉
ラ
ズ
宇
漏
士
憲
法
第
九
条
、
巴
威
倫
憲
法
第
四



章
第
八
節
、
自
耳
義
憲
法
第
二
条
、
澳
地
利

一
千
八
百
六
十
七
年
憲
法
第
五
条
二
載
ス
ル
所
即
チ
是
ナ
リ
我
憲
法
ハ
此
ノ
点

二
於
テ
稽
々
広
義
ヲ

有
シ
凡
ソ
左
ノ
場
合
適
用
ス
ル
コ
ト
フ
得

第

一　
国
家
事
業
フ
行
フ
ニ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
ハ
臣
民
ノ
私
有
財
産
ハ
仮
令
之

二
賠
償
ス
ベ
キ
正
当
ノ
理
由
ア
ル
モ
予
メ
之
フ
補
償
ス
ル
コ
■

ナ
ク
之
ヲ
収
用
ス
ル
コ
ト
フ
得

第
二
　
公
共
ノ
使
用
ヲ
必
要
ト
ス
ル
場
合
ニ
ハ
或
種
ノ
私
有
財
産
ノ
使
用
ヲ
中
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
レ
主
ト
シ
テ
戦
時
平
時

二
於
テ
軍
用

二
供

ス
ル
場
合
ヲ
斥
ス

（略
）

第
二
　
刑
法
上
′
処
罰
ヲ
行
フ
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
刑
法
ノ
成
条
二
依
テ
犯
罪
者
ノ
財
産
フ
官
没
ス

第
四
　
行
政
上
ノ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
ハ
或
種
ノ
財
産
フ
官
没
シ
或
ハ
其
ノ
使
用
二
制
限
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
是
レ
例

ヘ
バ
農
業
ノ
大
利
害
フ

保
護
シ
或

ハ
公
衆
ノ
健
康
等
フ
保
護
セ
ン
ガ
為
二
行
フ
モ
ノ
ナ
リ

（略
）
此
等
公
益
ノ
為
必
要
ア
ル
処
分
二
就
テ
ハ
所
有
主

ハ
単

二
法
律
ノ

特
二
許
セ
ル
場
合
二
於
テ
ノ
ミ
補
償
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
フ
得
ベ
シ

第
五
　
此
ノ
外
特
殊
ノ
制
限
ヲ
要
ス
ル
場
合
、
是
レ
例
ヘ
バ
要
塞
ノ
周
囲

一
定
ノ
距
離
以
内
二
在
ル
土
地
二
対
シ
テ
所
有
権

二
特
殊
ノ
制
限
ヲ

付
シ
河
川
、
航
通
、
鉱
山
業
等
ノ
為
二
均
ク
土
地
所
有
権
二
特
殊
ノ
制
限
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
場
合
フ
イ
フ

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
帝
国
憲
法
に
い
う

「
公
益
ノ
為
必
要
ナ
ル
処
分
」
と
は
収
用
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
所
有
権
の
制
限
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
憲
法
制
定
者
の
意
思
そ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
帝
国
憲
法
第
二
七
条
第
二
項
は
井
上
毅
の
主
張
を
受
け
入
れ
て
纏
め

ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
八
八
九

（明
治
三
二
）
年
土
地
収
用
法
の
立
法
過
程

（２
●
完
）

二
四
五



年 月 日 「 所 有 権 」 条 項 (資 料 名 )

1887・ 1・ 11

188704・ 16

1887・ 4

188704030

188705

1887・ 8

1887・ 10

1887・ 10

188802・ 7

18880508

*議案配布

188806・ 27

1889。 2・ 11

*公 布

所有権′)侵スヘカラス、所有権ノ徴収〔エキスプロプリヤチヲン〕ヲ
許スベキ場合ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム (ロ ェスレル氏答議)(1)

所有権ハ法律二定メタルノ外制限ヲ受クルコトナシ

何人二対シテモ其所有物ノ全部又ハー部ヲ法律二依ラズシテ強イ
テ売却譲与セシムルコトヲ得ス (モ ッセ氏答議)犠 )

所有財産ノ権利ハ法律二定メタルノ外制限ヲ受クルコトナシ

公益ノ為二所有財産ノ全部又ハー部ヲ譲与セシムルハ法律ノ定ム
ル所二依ル (井上毅試草「乙案」)13)

所有権ハ侵スヘカラス地所買上ノ許否及要件ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

(ロ エスレル「 日本国憲法草案」)14)

公益処分ノ法律二定メタル場合ヲ除ク外各人ノ所有財産ヲ侵サレ
サルコト (井上毅試草「甲案」)6)
日本臣民タル者ハ公同資益ノ為メ法律二定メタル場合 ヲ除ク外其
所有権ヲ侵サルゝコトナシ (「夏島草案」)16)

日本臣民タル者ハ公同資益ノ為メ又ハ法律二定メタル場合ヲ除ク
外其所有権ヲ侵サルゝコトナシ (「十月草案」)仔 )

日本臣民タル者ハ所有権ヲ侵サルゝコトナシ

公同ノ資益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所二依ル

(「十月草案」浄写直後の加筆)鰺 )

日本臣民ハ其所有権ヲ侵サルゝコトナシ

公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所二依ル (「二月草案」)0)
日本臣民ハ其所有権ヲ侵サルゝコトナシ

公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所二依ル

(「大日本帝国憲法」枢密院諮詢案)α0

枢密院第一審第二読会、原案 (諮詢案)を可決。こD

日本臣民ハ其所有権ヲ侵サルゝコトナシ

公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所二依ル (「大日本帝国憲法」)

表① 【帝国憲法草案における「所有権」条項の変遷】

【備考】出典一覧
(1)伊藤博文編『秘書類纂11 憲法資料 (上 )』 1935年、復刻1970年、原書房、

356頁 。
9)前掲『秘書類纂11 憲法資料 (上 )』、363頁。
(31 前掲『秘書類纂11 憲法資料 (上 )』、551頁。
(41 稲田正次『明治憲法成立史 (下 )』 有斐閣、1962年、111頁。
15)前掲『秘書類纂11 憲法資料 (上 )』 350頁。
(0 前掲『明治憲法成立史 (下 )』 202頁。
17)前掲『明治憲法成立史 (下 )』 273頁。
18)前掲『明治憲法成立史 (下 )』 285頁。
0)前掲『明治憲法成立史 (下 )』 335頁。
aO 前掲『明治憲法成立史 (下 )』 561頁、清水伸『明治憲法制定史(下 )』 原書房、

1973年、78頁。
α〕 前掲『明治憲法成立史 (下 )』 640頁-641頁、前掲『明治憲法成立史 (下 )』

243頁 。
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